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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  388 号  

   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ほ か 16 件 の 要 領 公 表  

 令 和 ６ 年 10 月 22 日 の 市 議 会 に お い て 認 定 を 得 た 令 和 ５ 年 度 横 浜 市

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ほ か 16 件 の 要 領 を 、 別 冊 の と お り 公 表 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 告 示 第  389 号  

   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 地 方 公 営 企 業 決 算 の 要 領 公 表  

 令 和 ６ 年 10 月 22 日 の 市 議 会 に お い て 認 定 を 得 た 令 和 ５ 年 度 横 浜 市

地 方 公 営 企 業 決 算 （ 下 水 道 事 業 、 埋 立 事 業 、 水 道 事 業 、 工 業 用 水 道

事 業 、 自 動 車 事 業 、 高 速 鉄 道 事 業 、 病 院 事 業 ） の 要 領 を 、 別 冊 の と

お り 公 表 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 告 示 第  390 号  

   港 北 区 下 田 町 四 丁 目 に お け る 街 区 の 変 更  

 横 浜 市 住 居 表 示 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 39 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 95 号 ）

第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 港 北 区 下 田 町 四 丁 目 の 街 区 を 次 の と お り 変

更 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  変 更 す る 街 区  

  港 北 区 下 田 町 四 丁 目 １ 番 街 区 及 び ２ 番 街 区 （ 別 図 の と お り ）  

２  実 施 期 日  

  令 和 ６ 年 11 月 15 日  
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横 浜 市 告 示 第  391 号  

   総 合 特 別 区 域 法 に 基 づ く 指 定 法 人 の 指 定  

 総 合 特 別 区 域 法 （ 平 成 23 年 法 律 第 81 号 ） 第 26 条 第 １ 項 に 規 定 す る

指 定 法 人 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た の で 、 総 合 特 別 区 域 法 施 行 規

則 （ 平 成 23 年 内 閣 府 令 第 39 号 ） 第 17 条 第 10 項 の 規 定 に よ り 告 示 す る

。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 法 人 の 名 称  所  在  地  指 定 年 月 日  指 指 定 有 効 期

限  

Ａ Ｇ Ｃ 株 式 会 社  東 京 都 千 代 田 区 丸

の 内 １ 丁 目 ５ 番 １

号  

令 和 ６ 年 ９ 月

30 日  

令 和 ９ 年 ９ 月

29 日  
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横 浜 市 告 示 第  392 号  

   児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第  164 号 ） 第 35 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 31 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日  

令 和 ６ 年 10 月 １ 日  

施 設 種 別  保 育 所  

施 設 名 称  白 楽 あ い い く 保 育 園  

設 置 者  社 会 福 祉 法 人 ハ ー ト フ ル 記 念 会  

所 在 地  神 奈 川 区 白 楽  100 番 地 の ５  
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横 浜 市 告 示 第  393 号  

   児 童 福 祉 施 設 の 廃 止 及 び 確 認 辞 退  

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 38 条 第 ３ 項 及

び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 36 条 の 規 定 に よ

り 、 児 童 福 祉 施 設 を 廃 止 の 承 認 し 、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月 日  令 和 ６ 年 ９ 月 30 日  

確 認 辞 退 年 月 日  令 和 ６ 年 ９ 月 30 日  

施 設 種 別  保 育 所  

施 設 名 称  白 楽 あ い い く 保 育 園  

設 置 者  社 会 福 祉 法 人 母 子 育 成 会  

所 在 地  神 奈 川 区 白 楽  100 番 地 の ５  
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横 浜 市 告 示 第  394 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 １ 日  あ す な ろ 薬 局  鶴 見 区 市 場 下 町 ３ 番

26 号  

 同  つ る み 小 磯 診 療 所  鶴 見 区 仲 通 １ 丁 目 58

番 地 の ７  

 同  ゆ ず り は 薬 局  南 区 白 妙 町 ３ 丁 目 41

番 地  

 同  ミ ラ イ ト 薬 局  旭 区 西 川 島 町  138 番

地 の ３  

 同  汐 見 台 中 央 薬 局  磯 子 区 汐 見 台 １ 丁 目

６ 番 地 の 14  

 同  ラ イ ン 薬 局 ２ 号 店  港 北 区 菊 名 四 丁 目 １

番 ６ 号  

 同  栄 区 休 日 急 患 診 療 所  栄 区 公 田 町  635 番 地

の 15  

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日  ち な み 歯 科 医 院  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 19  

5 番 地  

令 和 ６ 年 10 月 １ 日  ク リ エ イ ト 薬 局 鶴 見

宝 泉 寺 通 店  

鶴 見 区 下 末 吉 六 丁 目

25 番 37 号  

 同  伸 寿 記 念 ク リ ニ ッ ク  西 区 み な と み ら い ６

丁 目 ３ 番 ６ 号  

 同  コ コ ロ セ ラ ピ ー ク リ

ニ ッ ク 横 浜 関 内 馬 車

道  

中 区 太 田 町 ５ 丁 目 61

番 地 の １  

 同  ハ ッ ク ド ラ ッ グ 上 白

根 薬 局  

旭 区 上 白 根 町  851 番

地 の １  

 同  金 沢 文 庫 駅 前 三 須 ハ

ー ト 内 科 ク リ ニ ッ ク  

金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁

目 ２ 番 12 号  

 同  サ エ ラ 薬 局 か ま り や

店  

金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁

目 ２ 番 12 号  

 同  リ ー フ 薬 局  緑 区 鴨 居 四 丁 目 １ 番   
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  １ 号  

 同  東 戸 塚 ベ ル エ ア こ ど

も 歯 科  

戸 塚 区 品 濃 町  538 番

地 の ８  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 テ

ト テ  

神 奈 川 区 広

台 太 田 町 ２

番 地 の ４  

い き い き 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 保 土 ヶ 谷  

保 土 ケ 谷 区 天

王 町 １ 丁 目 13

番 地 の ７  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

エ ム ズ ナ イ

ン 株 式 会 社  

東 京 都 千 代

田 区 外 神 田

５ 丁 目 １ 番

10 号  

ま っ ち 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン  

港 南 区 港 南 台

四 丁 目 １ 番 １

号  

 同  合 同 会 社 あ

い び ぃ  

磯 子 区 洋 光

台 五 丁 目 ３

番 13 号  

り の あ い び ぃ

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン  

磯 子 区 洋 光 台

五 丁 目 ３ 番 13

号  

 同  株 式 会 社 モ

リ モ リ  

保 土 ケ 谷 区

境 木 町  114  

番 地 の １  

み ん な の 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

磯 子  

磯 子 区 洋 光 台

六 丁 目 18 番 ７

― １ 号  

 同  株 式 会 社 若

武 者 ケ ア 横

浜 北 部  

緑 区 中 山 一

丁 目 ９ 番 ２

号  

ラ イ フ ウ ェ ル

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 青 葉 台  

青 葉 区 松 風 台

13 番 地 の ５  

 同  株 式 会 社 ユ

ウ ケ イ  

泉 区 和 泉 町  

 7,413 番 地

の ７  

愛 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン 瀬

谷  

瀬 谷 区 三 ツ 境  

 104 番 地 の ５  
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横 浜 市 告 示 第  395 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名  

 

  名  称  

 

所 在 地  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

高  田    思  ア マ ー レ 治 療 院  南 区 万 世 町 １ 丁 目

１ 番 地  

 同  小  坂  綾  子  訪 問 マ ッ サ ー ジ

Ｋ Ｅ ｉ Ｒ Ｏ Ｗ 横

浜 南 区 ス テ ー シ

ョ ン  

南 区 南 太 田 四 丁 目

１ 番 ８ 号  

 同  三  上  敬  之  あ お ぞ ら 整 骨 院  南 区 宮 元 町 ２ 丁 目

29 番 地 の １  

 同  小  島    完  さ く ら 訪 問 マ ッ

サ ー ジ 横 浜 店  

金 沢 区 能 見 台 通 24

番 16 号  

 同  中  野    満   同   同  

 同  嶋  田  八 重 子  訪 問 鍼 灸 マ ッ サ

ー ジ 笑 楽  

港 北 区 大 豆 戸 町 42  

8 番 地  

 同  香  月  奈  々  フ レ ア ス 在 宅 マ

ッ サ ー ジ 横 浜 都

筑 施 術 所  

都 筑 区 池 辺 町 2,45  

0 番 地  

 同  工  藤  典  昭  こ す ず め マ ッ サ

ー ジ 院  

戸 塚 区 小 雀 町 2,38  

0 番 地 の １  
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横 浜 市 告 示 第  396 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 医 療 法 人 社 団 ゆ う ま 会

ひ ら た 内 科 ・ 脳 神 経 内 科

ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 神 大 寺 一 丁 目 11

番 12 号  

(旧) 医 療 法 人 社 団 ゆ う ま 会

神 大 寺 ホ ー ム ケ ア ク リ ニ

ッ ク  

 同  ゆ め が 丘 フ ァ ミ リ ー 皮 ふ

科  

(新) 泉 区 ゆ め が 丘 61 番 地 の

４  

(旧) 泉 区 下 飯 田 町  818 番 地

の ３  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 か

ら し 菜  

瀬 谷 区 本 郷

一 丁 目 34 番

地 の 64  

か ら し 菜 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(新) 瀬 谷 区 瀬 谷

四 丁 目 44 番 地

の ９  

(旧) 瀬 谷 区 中 屋

敷 一 丁 目 13 番

地 の ６  

令 和 ６ 年

８ 月 13 日  

株 式 会 社 ガ

イ ア メ デ ィ

ケ ア  

(新) 東 京 都 港

区 芝 大 門 ２

丁 目 12 番 ９

号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 上 大 岡  

港 南 区 上 大 岡

東 二 丁 目 ３ 番

６ 号  

(旧) 東 京 都 中

央 区 日 本 橋

大 伝 馬 町 ６

番 ８ 号   
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 同  株 式 会 社 ジ

ー エ ム シ ー

港 南  

(新) 東 京 都 港

区 芝 大 門 ２

丁 目 12 番 ９

号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 港 南  

港 南 区 野 庭 町  

 665 番 地 の 11  

6  

(旧) 東 京 都 中

央 区 日 本 橋

大 伝 馬 町 ６

番 ８ 号  
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横 浜 市 告 示 第  397 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

１ 月 ４ 日  

西  坂  和  人  ふ れ ん ど 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 院  

(新) 青 葉 区 市 ケ 尾 町  

 1,065 番 地 の ５  

(旧) 青 葉 区 市 ケ 尾 町  

 1,153 番 地 の ２  

 同  西  坂  和  人  ふ れ ん ど 接 骨 院  (新) 青 葉 区 市 ケ 尾 町  

 1,065 番 地 の ５  

(旧) 青 葉 区 市 ケ 尾 町  

 1,153 番 地 の ２  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

兵  頭  佑 季 彦  開 設 な し  (新) 都 筑 区 荏 田 南 五

丁 目 16 番 ９ 号  

(旧) 都 筑 区 荏 田 東 三

丁 目 18 番 ９ 号  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

嶽    七  海  (新) 訪 問 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 笑 楽  

(新) 港 北 区 大 豆 戸 町  

 428 番 地  

(旧) ア マ ー レ 治 療

院  

(旧) 南 区 万 世 町 １ 丁

目 １ 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  398 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

休 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 26 日  つ く い け 内 科 ク リ ニ

ッ ク  

旭 区 今 宿 西 町  358 番

地  
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横 浜 市 告 示 第  399 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ７ 月 31 日  横 浜 ス テ ラ 歯 科 ク リ

ニ ッ ク  

西 区 平 沼 二 丁 目 ３ 番

18 号  

 同  え ん と つ 町 の 薬 局  保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 50

番 30 号  

 同  ス ギ 薬 局 市 ケ 尾 店  青 葉 区 市 ケ 尾 町 1,06  

3 番 地 の 14  

令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日  清 田 小 児 科 医 院  戸 塚 区 戸 塚 町  1,505  

番 地 の ３  

令 和 ６ 年 ８ 月 10 日  あ い 小 児 科 ア レ ル ギ

ー 科  

金 沢 区 能 見 台 通 24 番

８ 号  

令 和 ６ 年 ８ 月 15 日  お は な 薬 局 綱 島 店  港 北 区 綱 島 西 二 丁 目

14 番 １ 号  

令 和 ６ 年 ８ 月 31 日  あ す な ろ 薬 局  鶴 見 区 市 場 下 町 ３ 番

26 号  

 同  稲 森 医 院  鶴 見 区 仲 通 １ 丁 目 58

番 地 の ７  

 同  ベ ス リ Ｔ Ｍ Ｓ 横 浜 醫

院  

中 区 桜 木 町 １ 丁 目 10  

1 番 地 の １  

 同  内 田 薬 局 く ぬ ぎ 台 店  旭 区 西 川 島 町  138 番

地 の ３  

 同  汐 見 台 薬 局  磯 子 区 汐 見 台 １ 丁 目

６ 番 地  

 同  薬 樹 薬 局 富 岡 ２ 号 店  金 沢 区 富 岡 東 五 丁 目

21 番 ７ 号  

 同  新 生 堂 薬 局  港 北 区 菊 名 四 丁 目 １

番 ６ 号  

 同  栄 区 休 日 急 患 診 療 所  栄 区 桂 町  301 番 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 １ 日  Ｙ Ｏ Ｕ ヒ フ 科 ク リ ニ

ッ ク  

港 北 区 日 吉 本 町 一 丁

目 21 番 ９ 号   



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

19 

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日  な が い 歯 科 ク リ ニ ッ

ク  

保 土 ケ 谷 区 岩 間 町 １

丁 目 １ 番 地 の ９  

令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日  ゆ た か 調 剤 薬 局  磯 子 区 洋 光 台 三 丁 目

12 番 10 号  
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横 浜 市 告 示 第  400 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 15 日  

齋  藤  興  伸  M ａ ｓ ｓ A ｇ ｅ

治 療 院 新 横 浜  

港 北 区 小 机 町  290  

番 地 の １  

令 和 ６ 年

７ 月 17 日  

増  村  周  二  開 設 な し  港 南 区 港 南 台 二 丁

目 16 番 25 号  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

小  高    靖  小 高 接 骨 院  相 模 原 市 南 区 上 鶴

間 ６ 丁 目 30 番 ９ 号  
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横 浜 市 告 示 第  401 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

辞 退 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日  吉 田 薬 局  泉 区 和 泉 中 央 北 二 丁

目 １ 番 ５ 号  

令 和 ６ 年 10 月 31 日  戸 塚 駅 前 ト リ コ 歯 科

医 院  

戸 塚 区 戸 塚 町  4,018  

番 地 の １  
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横 浜 市 告 示 第  402 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 ユ

ー ケ ン  

(新) 鶴 見 区 梶

山 一 丁 目 18

番 ３ 号  

ゆ う ハ ー ト フ

ル ケ ア  

(新) 鶴 見 区 梶 山

一 丁 目 18 番 ３

号  

(旧) 鶴 見 区 下

末 吉 六 丁 目

17 番 10 号  

(旧) 鶴 見 区 下 末

吉 六 丁 目 17 番

10 号  

令 和 ６ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 若

武 者 ケ ア  

港 南 区 日 野

南 一 丁 目 ６

番 17 号  

(新) 若 武 者 ケ ア

神 奈 川 事 業 所  

神 奈 川 区 片 倉

五 丁 目 17 番 10

号  (旧) エ プ ロ ン た

い せ つ 介 護 若

武 者 神 奈 川 事

業 所  

 同  株 式 会 社 千

雅  

(新) 東 京 都 新

宿 区 西 新 宿

２ 丁 目 １ 番

１ 号  

訪 問 介 護 事 業

所 け や き  

緑 区 上 山 二 丁

目 23 番 27 号  

(旧) 緑 区 上 山

二 丁 目 35 番

１ 号  

令 和 ６ 年

７ 月 26 日  

株 式 会 社 か

ら し 菜  

瀬 谷 区 本 郷

一 丁 目 34 番

地 の 64  

ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン か ら

し 菜  

(新) 瀬 谷 区 瀬 谷

四 丁 目 44 番 地

の ９  

(旧) 瀬 谷 区 中 屋

敷 一 丁 目 13 番

地 の ６  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

(新) 特 定 非 営

利 活 動 法 人

８ ｄ ａ ｙ ｓ

ｃ ａ ｒ ｅ  

港 南 区 東 芹

が 谷 22 番 13

号  

(新) ８ ｄ ａ ｙ ｓ

ｃ ａ ｒ ｅ  

港 南 区 東 芹 が

谷 22 番 13 号  
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 (旧) 特 定 非 営

利 活 動 法 人

コ ア ラ 港 南  

 (旧) コ ア ラ 港 南   

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 か

ら し 菜  

瀬 谷 区 本 郷

一 丁 目 34 番

地 の 64  

か ら し 菜 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(新) 瀬 谷 区 瀬 谷

四 丁 目 44 番 地

の ９  

(旧) 瀬 谷 区 中 屋

敷 一 丁 目 13 番

地 の ６  

令 和 ６ 年

８ 月 13 日  

株 式 会 社 ガ

イ ア メ デ ィ

ケ ア  

(新) 東 京 都 港

区 芝 大 門 ２

丁 目 12 番 ９

号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 上 大 岡  

港 南 区 上 大 岡

東 二 丁 目 ３ 番

６ 号  

(旧) 東 京 都 中

央 区 日 本 橋

大 伝 馬 町 ６

丁 目 ８ 番  

 同  株 式 会 社 ジ

ー エ ム シ ー

港 南  

(新) 東 京 都 港

区 芝 大 門 ２

丁 目 12 番 ９

号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 港 南  

港 南 区 野 庭 町  

 665 番 地 の 11  

6  

(旧) 東 京 都 中

央 区 日 本 橋

大 伝 馬 町 ６

丁 目 ８ 番  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 サ

ン ウ ェ ル ズ  

石 川 県 金 沢

市 二 宮 町 15

番 13 号  

(新) Ｐ Ｄ ハ ウ ス

横 浜 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン  

(新) 戸 塚 区 矢 部

町 29 番 地  

(旧) サ ン ウ ェ ル

ズ 港 南 台 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(旧) 港 南 区 港 南

台 九 丁 目 29 番

23 号  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 千

雅  

(新) 東 京 都 新

宿 区 西 新 宿  

デ イ サ ー ビ ス

セ ン タ ー な か  

緑 区 上 山 二 丁

目 35 番 １ 号  
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  ２ 丁 目 １ 番

１ 号  

や ま   

(旧) 緑 区 上 山

二 丁 目 35 番

１ 号  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 千

雅  

(新) 東 京 都 新

宿 区 西 新 宿

２ 丁 目 １ 番

１ 号  

介 護 付 有 料 老

人 ホ ー ム も え

ぎ 野 の 杜  

青 葉 区 柿 の 木

台 14 番 地 の ３  

(旧) 緑 区 上 山

二 丁 目 35 番

１ 号  

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 福 祉 用 具 貸 与 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 ６ 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

(新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 青

葉 営 業 所  

青 葉 区 荏 田 町  

 430 番 地 の 11  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

 同   同  (新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

瀬 谷 区 三 ツ 境

２ 番 地 の １  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

６  居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 ６ 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

(新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 青

葉 営 業 所  

青 葉 区 荏 田 町  

 430 番 地 の 11  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

 同   同  (新) 瀬 谷 区 三  イ ー ラ イ フ 株  瀬 谷 区 三 ツ 境  
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  ツ 境 ２ 番 地

の １  

式 会 社 横 浜 営

業 所  

２ 番 地 の １  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

７  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ３ 年

９ 月 １ 日  

合 同 会 社 ス

カ イ  

(新) 栄 区 桂 台

西 二 丁 目 12

番 13 号  

介 護 支 援 セ ン

タ ー ほ ほ 笑 み  

(新) 栄 区 桂 台 西

二 丁 目 12 番 13

号  

(旧) 栄 区 笠 間

二 丁 目 20 番

８ 号  

(旧) 栄 区 笠 間 二

丁 目 20 番 ８ 号  

令 和 ６ 年

５ 月 24 日  

株 式 会 社 ケ

ア オ フ ィ ス

・ と く  

南 区 別 所 五

丁 目 20 番 34

号  

ケ ア オ フ ィ ス

・ と く  

(新) 南 区 井 土 ケ

谷 下 町 19 番 地

の １  

(旧) 南 区 井 土 ケ

谷 下 町 46 番 地

の ３  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

有 限 会 社 ハ

ロ ー  

港 北 区 下 田

町 五 丁 目 17

番 ２ 号  

ハ ロ ー ・ ケ ア

マ ネ ジ メ ン ト

ス テ ー シ ョ ン  

(新) 港 北 区 日 吉

本 町 一 丁 目 20

番 16 号  

(旧) 港 北 区 日 吉

本 町 一 丁 目 ５

番 32 号  

８  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 か

ら し 菜  

瀬 谷 区 本 郷

一 丁 目 34 番

地 の 64  

か ら し 菜 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(新) 瀬 谷 区 瀬 谷

四 丁 目 44 番 地

の ９  

(旧) 瀬 谷 区 中 屋

敷 一 丁 目 13 番

地 の ６  

令 和 ６ 年

８ 月 13 日  

株 式 会 社 ガ

イ ア メ デ ィ

ケ ア  

(新) 東 京 都 港

区 芝 大 門 ２

丁 目 12 番 ９

号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 上 大 岡  

港 南 区 上 大 岡

東 二 丁 目 ３ 番

６ 号  
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  (旧) 東 京 都 中

央 区 日 本 橋

大 伝 馬 町 ６

丁 目 ８ 番  

  

 同  株 式 会 社 ジ

ー エ ム シ ー

港 南  

(新) 東 京 都 港

区 芝 大 門 ２

丁 目 12 番 ９

号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 港 南  

港 南 区 野 庭 町  

 665 番 地 の 11  

6  

(旧) 東 京 都 中

央 区 日 本 橋

大 伝 馬 町 ６

丁 目 ８ 番  

９  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 ６ 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

(新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 青

葉 営 業 所  

青 葉 区 荏 田 町  

 430 番 地 の 11  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

 同   同  (新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

瀬 谷 区 三 ツ 境

２ 番 地 の １  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

10  介 護 予 防 事 業 者 （ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 ６ 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

(新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 青

葉 営 業 所  

青 葉 区 荏 田 町  

 430 番 地 の 11  

(旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

 同   同  (新) 瀬 谷 区 三

ツ 境 ２ 番 地

の １  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

瀬 谷 区 三 ツ 境

２ 番 地 の １  
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  (旧) 藤 沢 市 羽

鳥 １ 丁 目 ６

番 25 号  

  

11  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 ユ

ー ケ ン  

(新) 鶴 見 区 梶

山 一 丁 目 18

番 ３ 号  

ゆ う ハ ー ト フ

ル ケ ア  

(新) 鶴 見 区 梶 山

一 丁 目 18 番 ３

号  

(旧) 鶴 見 区 下

末 吉 六 丁 目

17 番 10 号  

(旧) 鶴 見 区 下 末

吉 六 丁 目 17 番

10 号  

令 和 ６ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 若

武 者 ケ ア  

港 南 区 日 野

南 一 丁 目 ６

番 17 号  

(新) 若 武 者 ケ ア

神 奈 川 事 業 所  

神 奈 川 区 片 倉

五 丁 目 17 番 10

号  (旧) エ プ ロ ン た

い せ つ 介 護 若

武 者 神 奈 川 事

業 所  

 同  株 式 会 社 千

雅  

(新) 東 京 都 新

宿 区 西 新 宿

２ 丁 目 １ 番

１ 号  

訪 問 介 護 事 業

所 け や き  

緑 区 上 山 二 丁

目 23 番 27 号  

(旧) 緑 区 上 山

二 丁 目 35 番

１ 号  

令 和 ６ 年

７ 月 26 日  

株 式 会 社 か

ら し 菜  

瀬 谷 区 本 郷

一 丁 目 34 番

地 の 64  

ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン か ら

し 菜  

(新) 瀬 谷 区 瀬 谷

四 丁 目 44 番 地

の ９  

(旧) 瀬 谷 区 中 屋

敷 一 丁 目 13 番

地 の ６  
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横 浜 市 告 示 第  403 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

医 療 法 人 五

星 会  

港 北 区 菊 名

四 丁 目 ４ 番

27 号  

Ｙ Ｍ Ｇ 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 菊 名  

港 北 区 菊 名 四

丁 目 ３ 番 11 号  

２  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 フ

ル ラ イ フ  

南 区 山 王 町

３ 丁 目 24 番

地 の ８  

フ ル ラ イ フ 関

内  

中 区 山 下 町 22  

5 番 地  

３  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

医 療 法 人 五

星 会  

港 北 区 菊 名

四 丁 目 ４ 番

27 号  

Ｙ Ｍ Ｇ 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 菊 名  

港 北 区 菊 名 四

丁 目 ３ 番 11 号  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

29 

横 浜 市 告 示 第  404 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 30 日  

セ ン ト ケ ア

神 奈 川 株 式

会 社  

中 区 太 田 町

４ 丁 目 55 番

地  

セ ン ト ケ ア 鶴

見  

鶴 見 区 市 場 大

和 町 ９ 番 29 号  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

ナ イ ス コ ミ

ュ ニ テ ィ ー

サ ー ビ ス 株

式 会 社  

鶴 見 区 鶴 見

中 央 四 丁 目

37 番 10 号  

ナ イ ス コ ミ ュ

ニ テ ィ ー 訪 問

介 護 鶴 見 セ ン

タ ー  

鶴 見 区 鶴 見 中

央 三 丁 目 ２ 番

13 号  

 同  有 限 会 社 松

田 メ デ ィ カ

ル サ ー ビ ス  

瀬 谷 区 阿 久

和 西 二 丁 目

43 番 地 の 15  

は ら っ ぱ  瀬 谷 区 阿 久 和

東 四 丁 目 21 番

地 の ７  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 入 浴 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 30 日  

ア ー ス サ ポ

ー ト 株 式 会

社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜 旭  

旭 区 さ ち が 丘

３ 番 地 の ２  

 同   同   同  ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜 磯 子  

磯 子 区 西 町 12

番 １ 号  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

社 会 福 祉 法

人 ひ ま わ り

福 祉 会  

港 南 区 野 庭

町  2,187 番

地 の １  

介 護 老 人 保 健

施 設 港 南 あ お

ぞ ら  

港 南 区 野 庭 町  

 2,187 番 地 の

１  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

社 会 福 祉 法

人 藤 雪 会  

厚 木 市 旭 町

２ 丁 目 ３ 番

13 号  

市 が 尾 ポ ポ ロ  青 葉 区 荏 田 西

三 丁 目 １ 番 地

の 19  

５  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地   
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令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

ナ イ ス コ ミ

ュ ニ テ ィ ー

サ ー ビ ス 株

式 会 社  

鶴 見 区 鶴 見

中 央 四 丁 目

37 番 10 号  

ナ イ ス コ ミ ュ

ニ テ ィ ー 居 宅

介 護 支 援 鶴 見

セ ン タ ー  

鶴 見 区 鶴 見 中

央 三 丁 目 ２ 番

13 号  

 同  ア ー ス サ ポ

ー ト 株 式 会

社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜  

西 区 岡 野 二 丁

目 ２ 番 20 号  

 同  有 限 会 社 松

田 メ デ ィ カ

ル サ ー ビ ス  

瀬 谷 区 阿 久

和 西 二 丁 目

43 番 地 の 15  

は ら っ ぱ  瀬 谷 区 阿 久 和

東 四 丁 目 21 番

地 の ７  

６  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 30 日  

ア ー ス サ ポ

ー ト 株 式 会

社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜 旭  

旭 区 さ ち が 丘

３ 番 地 の ２  

 同   同   同  ア ー ス サ ポ ー

ト 横 浜 磯 子  

磯 子 区 西 町 12

番 １ 号  

７  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

社 会 福 祉 法

人 ひ ま わ り

福 祉 会  

港 南 区 野 庭

町  2,187 番

地 の １  

介 護 老 人 保 健

施 設 港 南 あ お

ぞ ら  

港 南 区 野 庭 町  

 2,187 番 地 の

１  

８  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

社 会 福 祉 法

人 藤 雪 会  

厚 木 市 旭 町

２ 丁 目 ３ 番

13 号  

市 が 尾 ポ ポ ロ  青 葉 区 荏 田 西

三 丁 目 １ 番 地

の 19  
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横 浜 市 告 示 第  405 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  事 業 の 内

容  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

合 同 会 社 あ

か つ き  

訪 問 介 護 あ か

つ き  

鶴 見 区 北 寺 尾 二

丁 目 10 番 26 号  

居 宅 介 護  

 同  イ シ カ ワ 株

式 会 社  

あ い リ バ ー 山

手  

中 区 本 郷 町 ３ 丁

目  123 番 地 の 13  

居 宅 介 護

、 重 度 訪

問 介 護 、

同 行 援 護  

 同  Ｅ Ｍ Ｉ コ ー

ポ レ ー シ ョ

ン 合 同 会 社  

エ ン ジ ェ ル  中 区 長 者 町 ２ 丁

目 ５ 番 地 の 14  

行 動 援 護  

 同  一 般 社 団 法

人 ヘ ル パ ー

ス テ ー シ ョ

ン ほ ー ぷ  

ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン  ほ

ー ぷ  

南 区 中 島 町 ４ 丁

目 82 番 地 の １  

居 宅 介 護

、 重 度 訪

問 介 護  

 同  合 同 会 社 ｋ

ｉ ｒ ａ ｒ ａ  

訪 問 介 護  ｋ

ｉ ｒ ａ ｒ ａ  

保 土 ケ 谷 区 天 王

町 １ 丁 目 18 番 地

の ２  

居 宅 介 護

、 重 度 訪

問 介 護  

 同  合 同 会 社 Ｈ

Ｏ Ｐ Ｌ Ｕ Ｓ  

Ｈ Ｏ Ｐ Ｌ Ｕ Ｓ  港 北 区 小 机 町 28  

1 番 地 の 11  

行 動 援 護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 み

ち く さ み ち  

か つ ら 工 房 ・

サ ン ラ イ ズ  

栄 区 鍛 冶 ケ 谷 二

丁 目 31 番 ７ 号  

就 労 定 着

支 援  

 同  合 同 会 社 ラ

イ ズ  

Ｃ Ａ Ｔ Ｓ 訪 問

介 護  

泉 区 上 飯 田 町 3,  

563 番 地 の ８  

居 宅 介 護  

 同  セ ン ト ケ ア

神 奈 川 株 式

会 社  

セ ン ト ケ ア あ

お ば  

青 葉 区 市 ケ 尾 町  

 529 番 地 の ７  

居 宅 介 護  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 木

葉  

訪 問 介 護  木

葉  

鶴 見 区 馬 場 三 丁

目 19 番 ４ 号  

居 宅 介 護  

 同  株 式 会 社 Ｌ

Ｉ Ｔ Ａ Ｌ Ｉ

Ｃ Ｏ パ ー ト

ナ ー ズ  

Ｌ Ｉ Ｔ Ａ Ｌ Ｉ

Ｃ Ｏ ワ ー ク ス

横 浜 西 口 第 ３  

神 奈 川 区 台 町 17

番 地 の １  

就 労 定 着

支 援  

 同  株 式 会 社 Ｇ

ｏ ｏ ｄ  Ｐ

ｏ ｉ ｎ ｔ ｓ  

Ｍ Ａ Ｈ Ａ Ｌ  

Ｙ Ｏ Ｋ Ｏ Ｈ Ａ

Ｍ Ａ  

中 区 本 町 １ 丁 目

７ 番 地  

重 度 訪 問

介 護  

 同  華 林 商 事 株  華 寿 苑  よ こ  南 区 宿 町 １ 丁 目  行 動 援 護   



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

32 

 式 会 社  は ま  み な み  22 番 地   

 同  ス タ ー ホ ー

ム 株 式 会 社  

セ ラ ヴ ィ 横 浜

ｖ ｅ ｒ ｔ ｅ  

保 土 ケ 谷 区 初 音

ケ 丘 ４ 番 ５ 号  

共 同 生 活

援 助  

 同  株 式 会 社 チ

ャ レ ン ジ ド

ジ ャ パ ン  

チ ャ レ ン ジ ド

ジ ャ パ ン 金 沢

文 庫 セ ン タ ー  

金 沢 区 釜 利 谷 東

二 丁 目 11 番 ５ 号  

就 労 定 着

支 援  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会  

訪 問 介 護 看 護

こ う ほ く  

港 北 区 新 横 浜 二

丁 目 ５ 番 地 の ９  

居 宅 介 護  

 同  株 式 会 社 コ

コ ル ポ ー ト  

Ｃ ｏ ｃ ｏ ｒ ｐ

ｏ ｒ ｔ  新 横

浜 駅 前 Ｏ ｆ ｆ

ｉ ｃ ｅ  

港 北 区 新 横 浜 三

丁 目 ６ 番 地 の １  

就 労 定 着

支 援  

 同  株 式 会 社 ラ

ウ ン ド ・ フ

ォ ー  

ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン  ア

ン ド  

港 北 区 綱 島 西 二

丁 目 12 番 27 号  

同 行 援 護  

 同  株 式 会 社 里

山  

久 右 衛 門 邸  戸 塚 区 名 瀬 町 2,  

026 番 地  

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型  

 同  合 同 会 社 ｇ

ｌ ｏ ｗ ｒ ｙ  

ｓ ｍ ｉ ｌ ｅ  

こ ん ぺ ー と ー  戸 塚 区 舞 岡 町 3,  

115 番 地 の １  

生 活 介 護  

 同  株 式 会 社 ニ

ュ ー パ ー ト

ナ ー ズ ホ ー

ル デ ィ ン グ

ス  

ケ ア ス イ ー ト

東 戸 塚  

戸 塚 区 品 濃 町 56  

3 番 地 の ７  

居 宅 介 護

、 重 度 訪

問 介 護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 Ｆ

＆ Ｈ  

Ｈ ｏ ｎ ｅ ｙ Ｂ

ｅ ｅ  

港 南 区 港 南 二 丁

目 33 番 17 号  

生 活 介 護  

 同  株 式 会 社 Ｌ

Ｉ Ｔ Ａ Ｌ Ｉ

Ｃ Ｏ パ ー ト

ナ ー ズ  

Ｌ Ｉ Ｔ Ａ Ｌ Ｉ

Ｃ Ｏ ワ ー ク ス

二 俣 川  

旭 区 二 俣 川 ２ 丁

目 57 番 地 の ２  

就 労 移 行

支 援  

 同  Ｒ Ａ Ｄ Ｉ Ｅ

Ｕ Ｘ 合 同 会

社  

Ｍ Ａ Ｉ Ｓ Ｏ Ｎ  旭 区 笹 野 台 一 丁

目 １ 番 22 号  

就 労 継 続

支 援 Ｂ 型  

 同  社 会 福 祉 法

人 訪 問 の 家  

横 浜 市 多 機 能

型 拠 点  郷  

栄 区 桂 台 中 ２ 番

１ 号  

短 期 入 所  

 同  有 限 会 社 イ

ー ジ ェ イ  

訪 問 介 護 ス テ

ー シ ョ ン  レ

ガ リ ア  

泉 区 和 泉 中 央 南

四 丁 目 21 番 28 号  

居 宅 介 護  
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横 浜 市 告 示 第  406 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 20 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

合 同 会 社 Ｃ ｏ ｏ  相 談 支 援 事 業 所

こ こ は な  

神 奈 川 区 東 神 奈 川

二 丁 目 40 番 地 の ９  

 同  一 般 社 団 法 人 日

本 社 会 政 策 推 進

機 構  

相 談 支 援 事 業 所  

ウ ェ ル ケ ア 戸 塚  

戸 塚 区 名 瀬 町  774  

番 地 の 11  

 同  株 式 会 社 し ろ く

ま ｐ ａ ｒ ｔ ｎ ｅ

ｒ ｓ  

し ろ く ま 相 談 支

援 室  

旭 区 二 俣 川 １ 丁 目

４ 番 地 の ３  

 同  合 同 会 社 Ｆ ｏ ｒ

ｔ ｕ ｎ ｅ  Ｆ ｏ

ｒ ｅ ｓ ｔ  

あ し た の 相 談 支

援 室  

都 筑 区 中 川 一 丁 目

17 番 22 号  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

合 同 会 社 か た る

ば  

相 談 室 ひ よ り  中 区 柏 葉 20 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  407 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 46 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 事 業 を 次 の と お り 廃 止 す る 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在

地  

事 業 の 内 容  

令 和 ６ 年

７ 月 25 日  

有 限 会 社 ひ

ま わ り 介 護  

有 限 会 社 ひ ま

わ り 介 護  

神 奈 川 区 幸 ケ

谷 ９ 番 地 の ２  

重 度 訪 問 介

護  

令 和 ６ 年

８ 月 20 日  

株 式 会 社 ダ

ッ ク ス  

株 式 会 社 ダ ッ

ク ス  

磯 子 区 岡 村 七

丁 目 16 番 21 号  

居 宅 介 護  

令 和 ６ 年

８ 月 31 日  

株 式 会 社 Ｆ

ａ ｓ ｔ Ｍ ｏ

ｔ ｉ ｏ ｎ  

就 労 移 行 Ｉ Ｔ

ス ク ー ル 横 浜

駅 西 口 第 ３ オ

フ ィ ス  

神 奈 川 区 鶴 屋

町 １ 丁 目 ７ 番

地 の 19  

就 労 移 行 支

援  

 同  有 限 会 社 あ

ゆ み  

あ ゆ み  緑 区 台 村 町 29  

6 番 地 の １  

重 度 訪 問 介

護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 有

為 グ ル ー プ  

訪 問 介 護 事 業

所 有 為  

港 南 区 上 大 岡

西 二 丁 目 ６ 番

18 号  

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 援

護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 ラ

イ フ サ ポ ー

ト 横 浜  

ラ イ フ サ ポ ー

ト 横 浜  

泉 区 弥 生 台 67

番 地 の ２  

居 宅 介 護 、  

重 度 訪 問 介

護  

 同  フ ロ ン テ ィ

ア リ ン ク 株

式 会 社  

フ ロ ン テ ィ ア

リ ン ク 横 浜 青

葉 台 キ ャ リ ア

セ ン タ ー  

青 葉 区 榎 が 丘

13 番 地 の ３   

就 労 移 行 支

援  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

株 式 会 社 キ

ン ロ ウ  

ア ロ ー ネ 横 浜  西 区 伊 勢 町 ３

丁 目  128 番 地  

居 宅 介 護 、  

重 度 訪 問 介

護  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会  

中 介 護 事 務 所  

中 区 扇 町 ２ 丁

目 ５ 番 地 の 15  

重 度 訪 問 介

護  

 同  一 般 社 団 法

人 ア イ ル ビ

ー  

ア イ ル ビ ー ワ

ン  

南 区 南 太 田 四

丁 目 ８ 番 ６ 号  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

 同  医 療 法 人 五

星 会  

Ｙ Ｍ Ｇ 訪 問 介

護 ス テ ー シ ョ

ン 新 横 浜  

港 北 区 大 豆 戸

町  666 番 地 の

1  

重 度 訪 問 介

護  

 同  一 般 社 団 法

人 Ａ Ｏ Ｈ  

久 右 衛 門 邸  戸 塚 区 名 瀬 町  

 2,026 番 地  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型   
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 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 Ｆ

＆ Ｈ  

Ｈ ｏ ｎ ｅ ｙ Ｂ

ｅ ｅ  

港 南 区 港 南 二

丁 目 33 番 17 号  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

 同  合 資 会 社 こ

だ ま ケ ア サ

ー ビ ス  

こ だ ま ケ ア サ

ー ビ ス  

緑 区 長 津 田 七

丁 目 15 番 ２ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 ワ

ー カ ー ズ ・

コ レ ク テ ィ

ブ た す け あ

い せ や  

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ワ

ー カ ー ズ ・ コ

レ ク テ ィ ブ た

す け あ い せ や  

瀬 谷 区 三 ツ 境  

 109 番 地 の ３  

重 度 訪 問 介

護  

 同  社 会 福 祉 法

人 ル ・ プ リ  

Ａ Ｓ Ｓ Ｉ Ｓ Ｔ

・ 杜  

栄 区 上 郷 町 13  

4 番 地 の ２  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  社 会 福 祉 法

人 開 く 会  

フ ァ ー ル ニ エ

ン テ  

泉 区 和 泉 町 1,  

011 番 地 の １  

就 労 継 続 支

援 Ａ 型  
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横 浜 市 告 示 第  408 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 25 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 特

定 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

８ 月 31 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 レ ク タ ス  

計 画 相 談 支 援 室

レ ク タ ス  

緑 区 十 日 市 場 町 86  

5 番 地 の ２  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 横 浜 マ ッ ク  

相 談 支 援 事 業 所

と も に  

旭 区 本 宿 町 91 番 地

の ６  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 こ と ぶ き 介

護  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 こ と ぶ き 介

護  

中 区 松 影 町 ２ 丁 目

７ 番 地 の 17  
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横 浜 市 告 示 第  409 号  

   身 体 障 害 者 福 祉 法 に 基 づ く 医 師 の 指 定  

 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第  283 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定

す る 医 師 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

医 療 機 関  所 在 地  診 療 科

目  

担 当 障 害

区 分  

 指 定 医 師 名  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

長 津 田 健

診 ・ 透 析

ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 長 津

田 四 丁 目

23 番 １ 号  

眼 科  視 覚 障 害  郡  司  知  世  

 同  横 浜 療 育

医 療 セ ン

タ ー  

旭 区 市 沢

町  557 番

地 の ２  

小 児 科  肢 体 不 自

由  

長  田  華  奈  

 同  独 立 行 政

法 人 国 立

病 院 機 構  

横 浜 医 療

セ ン タ ー  

戸 塚 区 原

宿 三 丁 目

60 番 ２ 号  

整 形 外

科  

肢 体 不 自

由  

土  肥  健  人  

 同  医 療 法 人

社 団 恵 有

会 緑 協 和

病 院  

青 葉 区 奈

良 町 1,80  

2 番 地  

内 科  肢 体 不 自

由  

原    倫  代  

 同  独 立 行 政

法 人 国 立

病 院 機 構  

横 浜 医 療

セ ン タ ー  

戸 塚 区 原

宿 三 丁 目

60 番 ２ 号  

整 形 外

科  

肢 体 不 自

由  

堀    莉  彩  

 同  東 戸 塚 み

ど り 在 宅

ク リ ニ ッ

ク  

戸 塚 区 品

濃 町  513  

番 地 の ７  

内 科  肢 体 不 自

由  

枡  田  幸  樹  

 同  横 浜 綱 島

フ ォ レ ス

ト 在 宅 ク

リ ニ ッ ク  

港 北 区 綱

島 西 二 丁

目 ７ 番 ３

号  

内 科 ・

訪 問 診

療  

肢 体 不 自

由  

山  地  孝  拡  

 同  公 立 大 学

法 人 横 浜

市 立 大 学

附 属 病 院  

金 沢 区 福

浦 三 丁 目

９ 番 地  

整 形 外

科  

肢 体 不 自

由  

山  根  裕  則  

 同  社 会 福 祉

法 人 恩 賜

財 団 済 生

会 支 部 神

奈 川 県 済

生 会 東 神  

神 奈 川 区

西 神 奈 川

一 丁 目 13

番 地 の 10  

リ ハ ビ

リ テ ー

シ ョ ン

科  

肢 体 不 自

由  

吉  田    嵩  
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 奈 川 リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン 病

院  

    

 同  社 会 福 祉

法 人 恩 賜

財 団 済 生

会 支 部 神

奈 川 県 済

生 会 横 浜

市 南 部 病

院  

港 南 区 港

南 台 三 丁

目 ２ 番 10

号  

心 臓 血

管 外 科  

心 臓 機 能

障 害  

角  田    翔  

 同  独 立 行 政

法 人 地 域

医 療 機 能

推 進 機 構  

横 浜 保 土

ケ 谷 中 央

病 院  

保 土 ケ 谷

区 釜 台 町

43 番 １ 号  

循 環 器

内 科  

心 臓 機 能

障 害  

佐 々 木  惠  佑  

 同  長 津 田 健

診 ・ 透 析

ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 長 津

田 四 丁 目

23 番 １ 号  

腎 臓 内

科  

じ ん 臓 機

能 障 害  

東    裕  勝  

 同  昭 和 大 学

藤 が 丘 病

院  

青 葉 区 藤

が 丘 一 丁

目 30 番 地  

腎 臓 内

科  

じ ん 臓 機

能 障 害  

高  見  礼  示  

 同  医 療 法 人

社 団 緑 成

会 横 浜 総

合 病 院  

青 葉 区 鉄

町  2,201  

番 地 の ５  

消 化 器

外 科  

小 腸 機 能

障 害  

貴  島    孝  

 同  独 立 行 政

法 人 国 立

病 院 機 構  

横 浜 医 療

セ ン タ ー  

戸 塚 区 原

宿 三 丁 目

60 番 ２ 号  

感 染 症

内 科 ・

救 急 総

合 診 療

科  

ヒ ト 免 疫

不 全 ウ イ

ル ス に よ

る 免 疫 機

能 障 害  

堀  内  弘  司  

 同  独 立 行 政

法 人 国 立

病 院 機 構  

横 浜 医 療

セ ン タ ー  

戸 塚 区 原

宿 三 丁 目

60 番 ２ 号  

消 化 器

内 科  

肝 臓 機 能

障 害  

永  井  康  貴  

 同  岡 田 眼 科  港 南 区 港

南 台 五 丁

目 ５ 番 22

号  

眼 科  視 覚 障 害  鈴  木  仁  美  

 同  医 療 法 人

さ く ら 会  

に し 眼 科

ク リ ニ ッ  

戸 塚 区 品

濃 町  517 

番 地 の １  

眼 科  視 覚 障 害  藤  盛  圭  太  
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 ク      

 同  汐 田 総 合

病 院  

鶴 見 区 矢

向 一 丁 目

６ 番 20 号  

耳 鼻 咽

喉 科  

聴 覚 又 は

平 衡 機 能

障 害 、 音

声 機 能 ・

言 語 機 能

又 は そ し

ゃ く 機 能

障 害  

細  野  祥  子  

 同  医 療 法 人

社 団 三 喜

会 横 浜 新

緑 総 合 病

院  

緑 区 十 日

市 場 町 1,  

726 番 地

の ７  

脳 神 経

外 科  

音 声 機 能

・ 言 語 機

能 又 は そ

し ゃ く 機

能 障 害  

竪  月  順  也  

 同  横 浜 療 育

医 療 セ ン

タ ー  

旭 区 市 沢

町  557 番

地 の ２  

小 児 科  肢 体 不 自

由  

井  合  瑞  江  

 同  医 療 法 人

社 団 恵 有

会 緑 協 和

病 院  

青 葉 区 奈

良 町 1,80  

2 番 地  

内 科  肢 体 不 自

由  

金  森  美  草  

 同  医 療 法 人

社 団 陽 友

会 ゆ う 在

宅 ク リ ニ

ッ ク  

保 土 ケ 谷

区 今 井 町  

 827 番 地

の ３  

内 科  肢 体 不 自

由  

進  藤    健  

 同  医 療 法 人

社 団 協 友

会 横 浜 な

み き リ ハ

ビ リ テ ー

シ ョ ン 病

院  

金 沢 区 並

木 二 丁 目

８ 番 １ 号  

内 科  肢 体 不 自

由  

杉  田  博  俊  

 同  医 療 法 人

社 団 恵 有

会 緑 協 和

病 院  

青 葉 区 奈

良 町 1,80  

2 番 地  

内 科  肢 体 不 自

由  

橘    俊  一  

 同  医 療 法 人

社 団 三 喜

会 横 浜 新

緑 総 合 病

院  

緑 区 十 日

市 場 町 1,  

726 番 地

の ７  

脳 神 経

外 科  

肢 体 不 自

由  

野  中  大  伸  

 同  湘 南 ゆ め

が 丘 め の

う ク リ ニ

ッ ク 眼 科

・ 脳 神 経

外 科  

泉 区 ゆ め

が 丘 41 番

地 の ６  

眼 科 、

脳 神 経

外 科  

肢 体 不 自

由  

宮  﨑  親  男  
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 同  医 療 法 人

社 団 元 気

会 横 浜 病

院  

緑 区 寺 山

町  729 番

地  

内 科  肢 体 不 自

由  

吉  田  真  徳  

 同  長 津 田 健

診 ・ 透 析

ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 長 津

田 四 丁 目

23 番 １ 号  

呼 吸 器

内 科  

呼 吸 器 機

能 障 害  

戸  田  万 里 子  

 同  港 南 中 央

医 院  

港 南 区 港

南 ２ 丁 目

２ 番 14 号  

内 科 ・

外 科 ・

消 化 器

内 科 ・

整 形 外

科 ・ 皮

膚 科 ・

小 児 科

・ 肛 門

外 科  

ぼ う こ う

又 は 直 腸

機 能 障 害  

若  菜  洋  一  

 同  医 療 法 人

社 団 武 蔵

野 会 牧 野

記 念 病 院  

緑 区 鴨 居

二 丁 目 21

番 11 号  

外 科  ぼ う こ う

又 は 直 腸

機 能 障 害

、 小 腸 機

能 障 害  

海 老 澤  良  昭  

 同  社 会 福 祉

法 人 恩 賜

財 団 済 生

会 支 部 神

奈 川 県 済

生 会 神 奈

川 県 病 院  

神 奈 川 区

富 家 町 ６

番 地 の ６  

消 化 器

内 科  

ぼ う こ う

又 は 直 腸

機 能 障 害

、 小 腸 機

能 障 害  

尾  関  伸  司  

 同  医 療 法 人

社 団 緑 成

会 横 浜 総

合 病 院  

青 葉 区 鉄

町  2,201  

番 地 の ５  

消 化 器

外 科  

小 腸 機 能

障 害  

嶋  村  和  彦  

 同  長 津 田 健

診 ・ 透 析

ク リ ニ ッ

ク  

緑 区 長 津

田 四 丁 目

23 番 １ 号  

消 化 器

内 科  

小 腸 機 能

障 害  

藤  田  裕  次  

 同  医 療 法 人

社 団 明 芳

会 江 田 記

念 病 院  

青 葉 区 あ

ざ み 野 南

一 丁 目 １

番 地  

内 科  小 腸 機 能

障 害 、 肝

臓 機 能 障

害  

渡  邉  一  宏  
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横 浜 市 告 示 第  410 号  

   保 存 す べ き 緑 地 の 指 定  

 緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 47 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

保 存 す べ き 緑 地  指  定  地  域  指  定  期  間  

緑 地 保 存 地 区  保 土 ケ 谷 区 法 泉 三 丁 目  

 283 番 の 69 の 一 部  

旭 区 中 沢 一 丁 目 55 番 の

３ の 一 部  

港 北 区 岸 根 町  393 番 の

１  

港 北 区 大 豆 戸 町  1,161  

番 の 一 部  

戸 塚 区 平 戸 三 丁 目 1,90  

5 番 の １ 、  1,906 番 の

１ 、  1,907 番 の １ 、 1,  

907 番 の ３ 、  1,909 番

及 び  1,910 番 の 一 部  

栄 区 上 郷 町  1,151 番 の  

 127 の 一 部  

令 和 ６ 年 ８ 月 26 日

か ら 令 和 17 年 ３ 月

31 日 ま で  

源 流 の 森 保 存 地 区  旭 区 今 宿 南 町  2,327 番

の 11 及 び  2,328 番 の １  

旭 区 下 川 井 町  206 番 の

一 部 、  207 番 の 一 部 、  

 208 番 の 一 部 及 び  226  

番  

磯 子 区 峰 町  341 番 の １

、  341 番 の ロ 、  430 番

の イ 、  430 番 の ロ 、 43  

3 番 の １ の 一 部 、  509  

番 、  511 番 、  513 番 の

１ 、  513 番 の ５ 、  514  

番 、  515 番 の １ 、  516  

番 の ２ 、  675 番 の ２ 、  

 676 番 の １ 、  677 番 、  

 678 番 の ３ 、  678 番 の

４ 、  678 番 の イ の 一 部

、  678 番 の ロ 、  679 番

、  680 番 の イ 、  680 番

の ロ 、  681 番 、  695 番  

の １ 、  702 番 、  703 番

の 一 部 、  705 番 の ２ の

一 部 、  707 番 、  713 番

の １ か ら  713 番 の ３ ま  

令 和 ６ 年 ８ 月 26 日

か ら 令 和 17 年 ３ 月

31 日 ま で  
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 で 、  714 番 の ２ の 一 部

、  714 番 の ４ 、  714 番

の ５ 、  714 番 の ６ の 一

部 、  714 番 の ７ の 一 部

、  715 番 の ２ 、  716 番

の ６ 、  716 番 の ７ 、 72  

1 番 の ２ か ら  721 番 の

４ ま で 、  721 番 の ５ の

一 部 、  723 番 の １ か ら  

 723 番 の ５ ま で 、  724  

番 の １ の 一 部 、  724 番

の ２ 、  724 番 の ４ の 一

部 、  724 番 の ５ の 一 部

、  724 番 の ６ 、  724 番

の ７ 、  724 番 の 10 、 72  

4 番 の 11 及 び  724 番 の

21  

緑 区 十 日 市 場 町  622 番

の ４  

緑 区 長 津 田 町  4,293 番

の １ 、  4,782 番 の １ 、  

 4,782 番 の ３ 、  4,783  

番 、  4,818 番 の １ 及 び  

 4,818 番 の ４  

青 葉 区 恩 田 町  1,749 番

、  1,750 番 及 び  2,674  

番 の １  

青 葉 区 鴨 志 田 町  719 番

の ２ 、  720 番 、  721 番

及 び  725 番  

青 葉 区 鉄 町  1,553 番 の

一 部  

戸 塚 区 俣 野 町  567 番 及

び  570 番  

 

港 北 区 新 羽 町  4,203 番

の １ 及 び  4,203 番 の ３

か ら  4,203 番 の 10 ま で  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 16 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  411 号  

   特 定 景 観 形 成 歴 史 的 建 造 物 の 指 定  

 横 浜 市 魅 力 あ る 都 市 景 観 の 創 造 に 関 す る 条 例 （ 平 成 18 年 ２ 月 横 浜

市 条 例 第 ２ 号 ） 第 14 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 景 観 形 成 歴

史 的 建 造 物 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  歴 史 的 建 造 物 の 名 称  

  池 谷 家 住 宅 主 屋  

２  歴 史 的 建 造 物 の 所 在 地  

  港 北 区 綱 島 東 一 丁 目  1,161  
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横 浜 市 告 示 第  412 号  

   電 線 共 同 溝 を 整 備 す べ き 道 路 の 指 定  

 電 線 共 同 溝 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 39 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 電 線 共 同 溝 を 整 備 す べ き 道 路 を 指 定

し た の で 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 告 示 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

道 路 の 種 類  路  線  名     区         間  

市  道  綱 島 第  376  

号 線  

港 北 区 綱 島 東 一 丁 目  1,167 番 の １ 地 内

か ら  

同  区 同       1,139 番 の １ 地 内

ま で  
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横 浜 市 告 示 第  413 号  

   指 定 納 付 受 託 者 の 指 定  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  231 条 の ２ の ３ 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 納 付 受 託 者 の 名 称  

  三 菱 総 研 Ｄ Ｃ Ｓ 株 式 会 社  

２  指 定 納 付 受 託 者 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地  

  東 京 都 品 川 区 東 品 川 四 丁 目 12 番 ２ 号  

３  指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 歳 入  

  横 浜 市 立 高 等 学 校 附 属 中 学 校 の 入 学 選 考 手 数 料  

４  指 定 納 付 受 託 者 の 指 定 を し た 日  

  令 和 ６ 年 11 月 １ 日  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  583 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ６ 年 11 月 １ 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

  所 属 又 は 補 職   職 名    氏  名  処 分 の 内 容  

旭 区 総 務 部 地 域 振 興 課  事 務 職 員  野  﨑  洋  二  戒 告  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

47 

横 浜 市 公 告 第  584 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ６ 年 11 月 １ 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

  所 属 又 は 補 職   職 名    氏  名  処 分 の 内 容  

金 沢 区 課 長 補 佐 （ 総 務

部 総 務 課 担 当 係 長 ）  

事 務 職 員  堀  川  賢  二  停 職  

８ 箇 月  
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横 浜 市 公 告 第  585 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ア ク ロ ス プ ラ ザ 東 神 奈 川  

   神 奈 川 区 西 寺 尾 一 丁 目 16 番 15 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   大 和 ハ ウ ス リ ア ル テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  伊  藤  光  博  

   東 京 都 千 代 田 区 神 田 三 崎 町 ３ 丁 目 ３ 番 21 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地  

ア ク ロ ス プ ラ ザ 東 神

奈 川  

神 奈 川 区 西 寺 尾 一 丁

目  729 番 地 ほ か  

ア ク ロ ス プ ラ ザ 東 神

奈 川  

神 奈 川 区 西 寺 尾 一 丁

目 16 番 15 号  

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

大 和 ハ ウ ス リ ア ル テ

ィ マ ネ ジ メ ン ト 株 式

会 社  

代 表 取 締 役  

 伊  藤  光  博  

東 京 都 千 代 田 区 飯 田

橋 ２ 丁 目 18 番 ２ 号  

大 和 ハ ウ ス リ ア ル テ

ィ マ ネ ジ メ ン ト 株 式

会 社  

代 表 取 締 役  

 伊  藤  光  博  

東 京 都 千 代 田 区 神 田

三 崎 町 ３ 丁 目 ３ 番 21

号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に  

株 式 会 社 ク リ エ イ ト

エ ス ・ デ ィ ー  

代 表 取 締 役  

 廣  瀨  泰  三  

株 式 会 社 ク リ エ イ ト

エ ス ・ デ ィ ー  

代 表 取 締 役  

 瀧  屋  幸  彦  
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法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

青 葉 区 荏 田 西 二 丁 目

３ 番 地 の ２  

ほ か ５ 者  

青 葉 区 荏 田 西 二 丁 目

３ 番 地 の ２  

ほ か ５ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ３ 月 13 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 住 所 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 10 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  586 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ラ イ フ ガ ー デ ン 綱 島  

   港 北 区 樽 町 三 丁 目 ２ 番 58 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 井 住 友 ト ラ ス ト ・ パ ナ ソ ニ ッ ク フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  濵  野  敬  一  

   東 京 都 港 区 芝 浦 １ 丁 目 ２ 番 ３ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

三 井 住 友 ト ラ ス ト ・

パ ナ ソ ニ ッ ク フ ァ イ

ナ ン ス 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 西  野  敏  哉  

東 京 都 港 区 芝 浦 １ 丁

目 ２ 番 ３ 号  

三 井 住 友 ト ラ ス ト ・

パ ナ ソ ニ ッ ク フ ァ イ

ナ ン ス 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 濵  野  敬  一  

東 京 都 港 区 芝 浦 １ 丁

目 ２ 番 ３ 号  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 10 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課   
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横 浜 市 公 告 第  587 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   港 北 Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｍ Ｏ  

   都 筑 区 中 川 中 央 二 丁 目 ７ 番 １ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  大  山  一  也  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地  

港 北 Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｍ Ｏ  

都 筑 区 中 川 中 央 二 丁

目 ７ 番 の 18  

港 北 Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｍ Ｏ  

都 筑 区 中 川 中 央 二 丁

目 ７ 番 １ 号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 プ ラ ス ワ ン  

代 表 取 締 役  

 小  野  雅  男  

大 阪 市 城 東 区 諏 訪 ３

丁 目 ４ 番 19 号  

ほ か ６ 者  

株 式 会 社 プ ラ ス ワ ン  

代 表 取 締 役  

 吉  田  昌  史  

大 阪 市 城 東 区 諏 訪 ３

丁 目 ４ 番 19 号  

ほ か ６ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ５ 月 31 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 10 日  

３  縦 覧 場 所  
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  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  588 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   港 山 下 ナ ナ イ ロ ビ ル  

   中 区 新 山 下 一 丁 目 ２ 番 ８ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   日 本 ア セ ッ ト マ ー ケ テ ィ ン グ 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  平  田  一  馬  

   東 京 都 江 戸 川 区 北 葛 西 ４ 丁 目 14 番 １ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

有 限 会 社 疋 田  

代 表 取 締 役  

 疋  田    忠  

京 都 市 下 京 区 西 七 条

北 衣 田 町 60 番 地  

ほ か ３ 者  

未 定  

ほ か ３ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 ５ 月 31 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 出 退 店 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 23 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  589 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   磯 子 再 開 発 ビ ル  

   磯 子 区 磯 子 三 丁 目 ４ 番 23 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 浜 田 不 動 産  

    代 表 取 締 役  浜  田  登 志 男  

   磯 子 区 磯 子 三 丁 目 ４ 番 23 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

有 限 会 社 浜 田 不 動 産  

代 表 取 締 役  

 浜  田  登 志 男  

磯 子 区 磯 子 三 丁 目 ４

番 23 号  

株 式 会 社 浜 田 不 動 産  

代 表 取 締 役  

 浜  田  登 志 男  

磯 子 区 磯 子 三 丁 目 ４

番 23 号  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ５ 月 16 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 商 号 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 23 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  590 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   西 友 鶴 ケ 峰 店  

   旭 区 鶴 ケ 峰 二 丁 目 22 番 地  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 西 友  

    代 表 取 締 役  大 久 保  恒  夫  

   東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥 寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 北 区 赤 羽 ２ 丁

目 １ 番 １ 号  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10

号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 北 区 赤 羽 ２ 丁

目 １ 番 １ 号  

ほ か １ 者  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10

号  

ほ か １ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  
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   設 置 者 の 住 所 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 25 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  591 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   第 ２ 宮 沢 ビ ル  

   旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 52 番 地 の １  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   内  田  俊  彦  

   旭 区 本 村 町 ９ 番 地  

   ほ か ２ 者  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 北 区 赤 羽 ２ 丁

目 １ 番 １ 号  

ほ か ７ 者  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10

号  

ほ か ７ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 住 所 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 25 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課   
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横 浜 市 公 告 第  592 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   市 浜 ビ ル  

   青 葉 区 市 ケ 尾 町  1,055 番 地 の ５  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   森    清  一  

   青 葉 区 市 ケ 尾 町  431 番 地  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 北 区 赤 羽 ２ 丁

目 １ 番 １ 号  

ほ か １ 者  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役  

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10

号  

ほ か １ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 住 所 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 25 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課   



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

59 

横 浜 市 公 告 第  593 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   西 友 阿 久 和 店  

   瀬 谷 区 阿 久 和 西 一 丁 目 25 番 地 の １ ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 西 友  

    代 表 取 締 役  大 久 保  恒  夫  

   東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥 寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役   

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 北 区 赤 羽 ２ 丁

目 １ 番 １ 号  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役   

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10

号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役   

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 北 区 赤 羽 ２ 丁

目 １ 番 １ 号  

ほ か １ 者  

株 式 会 社 西 友  

代 表 取 締 役   

 大 久 保  恒  夫  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 本 町 １ 丁 目 12 番 10

号  

ほ か １ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  
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   設 置 者 の 住 所 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 25 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  594 号  

   公 園 の 一 時 利 用 停 止  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積  

一 時 利 用

停 止 の 態

様  

一 時 利 用 停 止

期 間  

錦 町 第 一 公

園  

中 区 錦 町 ５

番 の 12  

別 図 の と お り  

 1,359 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 11 月

18 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

和 田 公 園  保 土 ケ 谷 区

和 田 一 丁 目

15 番  

別 図 の と お り  

 865 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 12 月

１ 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

杉 田 大 谷 第

二 公 園  

磯 子 区 杉 田

七 丁 目 25 番  

別 図 の と お り  

 1,633 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 11 月

15 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

田 中 町 第 二

公 園  

磯 子 区 田 中

二 丁 目 ８ 番  

別 図 の と お り  

 817 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 11 月

15 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

綱 島 東 五 丁

目 公 園  

港 北 区 綱 島

東 五 丁 目 35  

4 番 の １  

別 図 の と お り  

 1,641 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 11 月

18 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  595 号  

   公 園 の 区 域 の 変 更  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  変 更 に 係

る 区 域  

面    積  変 更 年 月

日  新  旧  

小 港 一 丁 目

公 園  

中 区 新 山 下

三 丁 目 ５ 番

の 97  

別 図 の と

お り  

 5,657 ㎡   3,650 ㎡  令 和 ６ 年  

11 月 15 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  596 号  

   横 浜 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 案 の 縦 覧  

 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 44 年 法 律 第 58 号 ） 第 13 条

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 横 浜 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 を 変 更 す る の で 、

同 法 第 13 条 第 ４ 項 で 準 用 す る 同 法 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 し

、 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 案 に 当 該 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 を 変

更 し よ う と す る 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 添 え て 、 次 の と お り 一 般 の 縦

覧 に 供 す る 。  

 こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 住 民 は 、 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜

市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

 ま た 、 当 該 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の う ち 農 用 地 利 用 計 画 に 係 る 農

用 地 区 域 内 に あ る 土 地 の 所 有 者 そ の 他 そ の 土 地 に 関 し 権 利 を 有 す る

者 は 、 当 該 農 用 地 利 用 計 画 の 案 に 対 し て 異 議 が あ る と き は 、 縦 覧 期

間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 15 日 以 内 に 横 浜 市 長 に 申 し 出 る こ と

が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  変 更 内 容  

 (1)  次 の 土 地 を 農 用 地 区 域 に 編 入 す る 。  

   菅 田 区 域 （ Ｂ － １ ）  

   神 奈 川 区 羽 沢 町  1,418 番 の １ 、  1,418 番 の ２ 、  1,426 番 の ４

及 び  1,426 番 の ５  

 (2)  次 の 土 地 を 農 用 地 区 域 か ら 除 外 す る 。  

  ア  高 田 区 域 （ Ａ － ２ ）  

    港 北 区 高 田 町  2,406 番 の ３ 及 び 港 北 区 高 田 西 三 丁 目  1,741  

   番 の 一 部  

  イ  寺 家 区 域 （ Ａ － 13 ）  

    青 葉 区 寺 家 町  306 番 の 一 部  

  ウ  鉄 区 域 （ Ａ － 14 ）  

    青 葉 区 鉄 町  476 番 の ３  

  エ  長 津 田 台 区 域 （ Ａ － 21 ）  

    緑 区 長 津 田 町  4,985 番 の １ の 一 部 及 び  5,015 番 の ９  

  オ  西 谷 区 域 （ Ｂ － ５ ）  

    保 土 ケ 谷 区 西 谷 町  1,025 番 の ２  

  カ  上 川 井 区 域 （ Ｂ － ６ ）  

    旭 区 上 川 井 町  3,455 番  

  キ  和 泉 区 域 （ Ｃ － ５ ）  

    泉 区 和 泉 町  5,496 番 、  5,497 番 、  5,498 番 の １ 、  5,498 番  

   の ２ 、  5,499 番 、  5,500 番 、  5,501 番 の １ 及 び  5,501 番 の ２  

  ク  田 谷 ・ 長 尾 台 区 域 （ Ｃ － 11 ）  
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    栄 区 田 谷 町  219 番 の ５ の 一 部 、  220 番 の ６ の 一 部 、  493 番  

   の ２ 、  531 番 の １ の 一 部 、  532 番 の １ の 一 部 、  534 番 の ３ 、  

    535 番 の ５ 、  536 番 の ３ 、  536 番 の ５ 、  536 番 の ６ 、  537 番  

   の ２ の 一 部 、  537 番 の ３ 、  538 番 の ２ の 一 部 、  538 番 の ３ 及  

   び  538 番 の ４  

  ケ  小 雀 区 域 （ Ｃ － 14 ）  

    戸 塚 区 小 雀 町  1,805 番 の １ の 一 部  

  コ  野 庭 区 域 （ Ｄ － ２ ）  

    港 南 区 野 庭 町  2,260 番  

２  縦 覧 場 所  

  横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 み ど り 環 境 局 農 政 部 農 政 推 進 課  

  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 32 番 １ 号  

  横 浜 市 み ど り 環 境 局 農 政 部 北 部 農 政 事 務 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 み ど り 環 境 局 農 政 部 南 部 農 政 事 務 所  

３  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 11 月 15 日 か ら 令 和 ６ 年 12 月 16 日 ま で  

４  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  597 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  青 葉 区 恩 田 町 字 堀 之 内 前  641 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  598 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 平 成

31 年 ３ 月 横 浜 市 公 告 第  181 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  旭 区 川 井 本 町 74 番 の ８ 及 び 75 番 の ８ の 各 一 部 並 び に 75 番 の 10  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 試 料 採 取 等 を 省 略 し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区

域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略 し た 調 査 の 過 程 を 改 め て

実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た た め 。  
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横 浜 市 公 告 第  599 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

６ 年 10 月 横 浜 市 公 告 第  521 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  栄 区 笠 間 二 丁 目  1,000 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  六 価 ク ロ ム 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  600 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

６ 年 ４ 月 横 浜 市 公 告 第  224 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 全 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 柏 尾 町 字 土 婦  100 番 の １ 及 び 字 中 土 婦  201 番 の １ の 各 一  

 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  601 号  

   配 慮 市 長 意 見 書 の 縦 覧  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 44 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 替 え て 適 用 さ れ る

条 例 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 と 東 名 高

速 道 路 を 直 結 す る 新 た な イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業 に 係 る 配 慮 市 長

意 見 書 を 作 成 し た の で 、 条 例 第 44 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 替 え て 適

用 さ れ る 条 例 第 11 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 該 配 慮 市 長 意 見 書 の

写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  都 市 計 画 決 定 権 者 の 名 称 並 び に 第 １ 分 類 事 業 を 実 施 し よ う と す

る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及

び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

 (1)  都 市 計 画 決 定 権 者 の 名 称  

   横 浜 市  

 (2)  第 １ 分 類 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及

び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地  

   横 浜 市  

    横 浜 市 長  山  中  竹  春  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

２  事 業 の 名 称  

  旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 と 東 名 高 速 道 路 を 直 結 す る 新 た な イ ン タ

ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業  

３  事 業 を 実 施 し よ う と す る 区 域  

  起 点  瀬 谷 区 目 黒 町  

  終 点  瀬 谷 区 瀬 谷 町  

４  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 み ど り 環 境 局 環 境 保 全 部 環 境 影 響 評 価 課  

  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町  190 番 地  

  横 浜 市 瀬 谷 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

５  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 11 月 15 日 か ら 令 和 ６ 年 11 月 29 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  602 号  

   環 境 影 響 評 価 書 の 縦 覧  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 32 条 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 関 内 駅 前 港 町

地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 書 （ 以 下 「 評 価 書

」 と い う 。 ） の 提 出 が あ っ た の で 、 条 例 第 33 条 の 規 定 に 基 づ き 、 当

該 評 価 書 の 写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏

名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

  関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 準 備 組 合  

   理 事 長  田  原    仁  

  中 区 港 町 ２ 丁 目 ９ 番 地  

２  対 象 事 業 の 名 称  

  （ 仮 称 ） 関 内 駅 前 港 町 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業  

３  対 象 事 業 が 実 施 さ れ る べ き 区 域  

  中 区 尾 上 町 ２ 丁 目 、 尾 上 町 ３ 丁 目 、 真 砂 町 ２ 丁 目 、 真 砂 町 ３ 丁

目 、 港 町 ２ 丁 目 及 び 港 町 ３ 丁 目 の 各 一 部  

４  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 み ど り 環 境 局 環 境 保 全 部 環 境 影 響 評 価 課  

  中 区 日 本 大 通 35 番 地   

  横 浜 市 中 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

  西 区 中 央 一 丁 目 ５ 番 10 号  

  横 浜 市 西 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

  南 区 浦 舟 町 ２ 丁 目 33 番 地  

  横 浜 市 南 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

５  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 11 月 15 日 か ら 令 和 ６ 年 12 月 16 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  603 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） に 規 定 す る 排 水 設 備 指 定 工 事 店 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  排 水 設 備 指 定 工 事 店  

指 定  

番 号  

名   称   代 表 者 氏 名    営 業 所 所 在 地  

00003  旭 水 道 株 式 会 社  矢  野  靖  子  鶴 見 区 矢 向 三 丁 目 23 番

11 号  

00014  根 本 設 備 株 式 会

社  

根  本  義  彰  保 土 ケ 谷 区 保 土 ケ 谷 町

３ 丁 目  202 番 地  

00015  株 式 会 社 小 山 設

備  

小  山  信 太 郎  鶴 見 区 本 町 通 ３ 丁 目 16  

7 番 地 の ２  

00017  株 式 会 社 橘 設 備

工 業 所  

荒  井  敬  仁  鶴 見 区 向 井 町 ３ 丁 目 78

番 地 の ８  

00018  有 限 会 社 富 士 水

道 工 業 所  

永  井  洋  一  鶴 見 区 鶴 見 中 央 一 丁 目

25 番 ９ 号  

00019  有 限 会 社 加 藤 水

道 工 業 所  

加  藤  雅  志  鶴 見 区 向 井 町 ２ 丁 目 70

番 地 の 38  

00021  大 同 産 業 株 式 会

社  

竹  原  久  夫  川 崎 市 幸 区 下 平 間  280  

番 地  

00024  興 栄 工 業 株 式 会

社  

山  本  毅 一 郎  鶴 見 区 獅 子 ケ 谷 一 丁 目

56 番 ８ 号  

00031  株 式 会 社 力 設 備  辻  岡   一  彦  神 奈 川 区 反 町 ４ 丁 目 30

番 地 の 10  

00037  株 式 会 社 京 浜 設

備 工 業 所  

月  山    裕  神 奈 川 区 上 反 町 ２ 丁 目

26 番 地 の 15  

00040  有 限 会 社 柴 田 工

務 店  

柴  田    明  神 奈 川 区 反 町 ３ 丁 目 23

番 地 の 17  

00041  有 限 会 社 佐 藤 設

備 工 業 所  

佐  藤    誠  神 奈 川 区 六 角 橋 六 丁 目

25 番 19 号  

00045  有 限 会 社 落 合 水

道 設 備  

落  合  徳  行  神 奈 川 区 菅 田 町  1,712  

番 地 の ２  

00051  豊 正 工 業 株 式 会

社  

中  村  正  親  西 区 浜 松 町 12 番 29 号  

00053  株 式 会 社 三 協  石  井  康  雄  西 区 平 沼 二 丁 目 ７ 番 23

号  
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00056  南 海 工 業 株 式 会

社  

安  室  昌  子  西 区 浜 松 町 14 番 ６ 号  

00061  株 式 会 社 協 和 日

成  神 奈 川 支 店  

川  野    茂  大 和 市 深 見 東 １ 丁 目 ６

番 ７ 号  

00063  三 沢 電 機 株 式 会

社  

三  澤    隆  西 区 戸 部 町 ４ 丁 目  158  

番 地  

00065  興 信 工 業 株 式 会

社  

野  本  謙  次  西 区 伊 勢 町 ２ 丁 目 95 番

地  

00067  岡 部 水 道  岡  部  洋  彦  西 区 境 之 谷  115 番 地  

00071  株 式 会 社 小 泉 水

道 工 務 店  

小  泉  太  一  中 区 千 代 崎 町 ４ 丁 目 97

番 地 の 12  

00077  株 式 会 社 小 野 澤

工 業  

小 野 澤    剛  中 区 元 町 ２ 丁 目 91 番 地

の ８  

00087  株 式 会 社 神 奈 川

保 健 事 業 社  

西 之 宮    聡  金 沢 区 鳥 浜 町 ４ 番 地 の

18  

00090  日 設 工 業 株 式 会

社  

奈  良    滋  南 区 白 金 町 ２ 丁 目 32 番

地  

00099  平 和 工 業 株 式 会

社  

髙  木  寛  之  中 区 小 港 町 １ 丁 目 14 番

地 の ３  

00102  川 本 工 業 株 式 会

社  

川  本  守  彦  中 区 寿 町 ２ 丁 目 ５ 番 地

の １  

00110  第 一 設 備 工 業 株

式 会 社  横 浜 支

店  

石  川  智  幸  中 区 千 歳 町 ２ 番 地 の ３  

00114  株 式 会 社 日 本 工

業 所  

佐  藤    拓  南 区 六 ツ 川 二 丁 目 10 番

地 の 13  

00120  日 比 工 業 株 式 会

社  

松  原   哲  人  南 区 大 岡 五 丁 目 23 番 24

－  104 号  

00122  平 野 設 備 有 限 会

社  

平  野    学  南 区 永 田 北 二 丁 目 ６ 番

６ 号  

00127  共 栄 産 業 株 式 会

社  

吉  田  香 太 郎  港 南 区 日 野 中 央 二 丁 目

36 番 25 号  

00135  テ ィ ー ケ イ ケ イ

エ ン ジ ニ ア リ ン

グ 株 式 会 社  

田  尻  晴  也  南 区 三 春 台 25 番 地  

00142  南 設 備 工 業 株 式

会 社  

浜  中  守  紀  南 区 庚 台 72 番 地 の １  

00144  神 中 工 業 株 式 会

社  

石  田    隆  南 区 井 土 ケ 谷 下 町 18 番

地  
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00150  矢 崎 設 備 工 業  

株 式 会 社  

矢  崎  祐  次  港 南 区 下 永 谷 五 丁 目 ７

番 30 号  

00158  東 京 ガ ス エ ネ ワ

ー ク 株 式 会 社  

小  菅  大  輔  中 区 花 咲 町 ２ 丁 目 68 番

地  

00164  越 沢 設 備 工 業 株

式 会 社  

越  澤  亮  介  港 南 区 東 芹 が 谷 10 番 ８

号  

00169  東 京 ガ ス エ コ モ

株 式 会 社  

杉  浦    誠  港 南 区 丸 山 台 二 丁 目 12

番 １ 号  

00170  有 限 会 社 は ま 設

備 工 業  

栁  澤  一  海  保 土 ケ 谷 区 新 井 町  652  

番 地 の ４  

00172  三 豊 エ ン ジ ニ ヤ

リ ン グ 株 式 会 社  

齊  藤  安  弘  保 土 ケ 谷 区 狩 場 町  169  

番 地 の  125  

00173  邦 貞 工 業 株 式 会

社  

内  田  敬  介  保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目

22 番 10 号  

00174  杉 山 管 工 設 備 株

式 会 社  

二 井 谷  龍  二  平 塚 市 四 之 宮 ５ 丁 目 29

番 ５ 号  

00175  有 限 会 社 菅 原 設

備 管 工 舎  

菅  原  幸  夫  保 土 ケ 谷 区 和 田 一 丁 目

２ 番 ６ 号  

00176  株 式 会 社 藤 巻 工

務 店  

河  原   芳  人  保 土 ケ 谷 区 岡 沢 町  114  

番 地  

00177  有 限 会 社 山 浦 設

備  

山  浦    拓  保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 76 番

35 号  

00182  株 式 会 社 司 工 事  清  田  真  弘  保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 1,  

312 番 地  

00183  株 式 会 社 田 辺 水

道 工 務 店  

田  辺  徹  二  保 土 ケ 谷 区 仏 向 西 17 番

14 号  

00185  有 限 会 社 保 土 ケ

谷 設 備  

高  田    透  保 土 ケ 谷 区 狩 場 町  292  

番 地  

00189  谷 商 設 備 株 式 会

社  

平  野  靖  和  旭 区 本 宿 町 78 番 地  

00196  東 光 建 設 株 式 会

社  

黒  須    博  旭 区 東 希 望 が 丘  189 番

地  

00200  株 式 会 社 シ ン サ

ナ ミ  

岩  下  幸  男  旭 区 鶴 ケ 峰 二 丁 目 ５ 番

地  

00202  有 限 会 社 緑 川 工

業  

緑  川    正  瀬 谷 区 橋 戸 二 丁 目 40 番

地 の ３  

00203  株 式 会 社 長 谷 川

設 備  

長 谷 川    徹  旭 区 今 宿 南 町  2,122 番

地  

00204  神 管 設 備 有 限 会  野  口  英  孝  旭 区 白 根 一 丁 目 20 番 ３  
 



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

74 

 社   号  

00208  佐 藤 工 業 所  佐  藤  正  明  磯 子 区 岡 村 五 丁 目 ４ 番

６ 号  

00209  相 模 工 務 店  石  田    朗  磯 子 区 中 原 四 丁 目 24 番

13 号  

00218  双 葉 工 業 株 式 会

社  

中  元  祐  樹  磯 子 区 森 三 丁 目 ８ 番 ２

号  

00221  株 式 会 社 イ シ ケ

ン  

森      馨  磯 子 区 岡 村 四 丁 目 34 番

20 号  

00223  有 限 会 社 土 屋 工

業  

栗  澤  秀  雄  港 北 区 篠 原 町  3,072 番

地  

00226  有 賀 工 業 株 式 会

社  

有  賀    努  金 沢 区 西 柴 一 丁 目 ８ 番

27 号  

00228  金 子 産 商 株 式 会

社  

金  子  兼  士  泉 区 和 泉 町  5,935 番 地  

00232  高 田 管 設 株 式 会

社  

高  田  亮  一  金 沢 区 富 岡 東 六 丁 目 23

番 １ 号  

00235  有 限 会 社 吉 野 設

備  

吉  野  正  騎  都 筑 区 大 棚 町  274 番 地  

00242  有 限 会 社 豊 工 業

所  

石  黒    弘  港 北 区 新 吉 田 町  233 番

地 の １  

00243  有 限 会 社 佐 藤 工

業 所  

佐 々 木  井 佐 夫  港 北 区 高 田 東 四 丁 目 11

番 21 号  

00248  有 限 会 社 小 川 設

備 工 業  

小  川  博  明  港 北 区 日 吉 二 丁 目 15 番

10 号  

00249  光 陽 機 械 株 式 会

社  

竹  前    努  都 筑 区 東 山 田 町  1,426  

番 地  

00255  関 東 工 業 株 式 会

社  

中  村    聡  緑 区 長 津 田 二 丁 目 20 番

３ 号  

00256  株 式 会 社 オ サ ダ

管 工  

長  田  一  彦  瀬 谷 区 阿 久 和 西 四 丁 目

32 番 地 の ２  

00260  横 浜 電 気 水 道 株

式 会 社  

石  田  龍  介  緑 区 長 津 田 町  4,804 番

地 の １  

00262  株 式 会 社 道 明  佐  藤     武  港 北 区 新 吉 田 町  170 番

地  

00264  ケ イ ・ ア イ 工 業  石  黒  清  信  青 葉 区 柿 の 木 台 13 番 地

の 12  

00267  株 式 会 社 前 田 設

備  

前  田  昭  広  青 葉 区 さ つ き が 丘 ６ 番

地 の 11  
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00270  株 式 会 社 向 山 商

店  

相  原  直  樹  緑 区 中 山 三 丁 目 ５ 番 17

－  202 号  

00273  株 式 会 社 カ モ シ

ダ  

鴨 志 田  隆  一  都 筑 区 川 和 町  1,441 番

地  

00275  有 限 会 社 内 野 設

備  

内  野  久  司  青 葉 区 大 場 町  165 番 地  

00276  有 限 会 社 斉 藤 水

道 工 業  

齋  藤  晃  央  青 葉 区 新 石 川 一 丁 目 34

番 地 の ６  

00277  有 限 会 社 鈴 木 商

店  

鈴  木    勝  青 葉 区 大 場 町  174 番 地  

00278  有 限 会 社 下 恩 田

商 事 設 備 社  

若  林    晃  青 葉 区 田 奈 町 46 番 地 の

６  

00279  有 限 会 社 酒 井 設

備 工 事  

酒  井  清  二  緑 区 霧 が 丘 六 丁 目 ２ 番

地 の ２  

00280  有 限 会 社 中 山 設

備  

中  山  喜  一  青 葉 区 柿 の 木 台 28 番 地

の 19  

00285  株 式 会 社 昭 和 工

業  

齋  藤  芳  宏  戸 塚 区 戸 塚 町  4,668 番

地  

00288  株 式 会 社 モ リ ヤ

総 合 設 備  

森    正  雄  泉 区 緑 園 二 丁 目 ９ 番 地

の ４  

00289  株 式 会 社 金 子 工

業 所  

金  子  昌  宏  戸 塚 区 矢 部 町  939 番 地  

00294  合 資 会 社 加 藤 工

業 所  

加  藤  高  生  戸 塚 区 戸 塚 町  3,983 番

地  

00299  谷 口 設 備 株 式 会

社  

園  田    誠  栄 区 公 田 町  1,638 番 地

の 33  

00304  株 式 会 社 ニ ッ セ

ツ  

宮  下  和  利  泉 区 中 田 西 一 丁 目 21 番

５ 号  

00305  株 式 会 社 麻 生 設

備 工 業 所  

麻  生    豊  泉 区 上 飯 田 町  175 番 地  

00306  有 限 会 社 安 田 設

備  

小  池  重  憲  戸 塚 区 平 戸 三 丁 目 28 番

18 号  

00312  マ コ ト 設 備 工 業

株 式 会 社  

三  井  和  代  戸 塚 区 深 谷 町  677 番 地

の 95  

00314  株 式 会 社 日 生 設

備  

斎  藤   昌  伸  瀬 谷 区 阿 久 和 東 四 丁 目

23 番 地 の ７  

00316  有 限 会 社 佐 野 工

業 所  

佐  野    清  瀬 谷 区 阿 久 和 西 一 丁 目

11 番 地 の ８  

00317  有 限 会 社 福 館 設  福  館  英  知  瀬 谷 区 本 郷 三 丁 目 ９ 番  
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 備 工 業 所   地 の １  

00319  有 限 会 社 東 海 住

設 工 業  

長 谷 川  幸  男  瀬 谷 区 宮 沢 四 丁 目 ６ 番

地 の 21  

00320  株 式 会 社 小 松 工

業  

小  松  信  幸  瀬 谷 区 下 瀬 谷 一 丁 目 31

番 地 の 10  

00322  有 限 会 社 菅 原 管

工 業  

菅  原  邦  久  瀬 谷 区 相 沢 七 丁 目 36 番

地 の ３  

00324  有 限 会 社 伸 興 設

備  

梅  澤  啓  子  泉 区 上 飯 田 町  3,987 番

地  

00328  有 限 会 社 阿 部 工

務 店  

阿  部  隆  二  瀬 谷 区 橋 戸 一 丁 目 37 番

地 の ３  

00335  株 式 会 社 松 下 設

備  

松  下  博  幸  鶴 見 区 北 寺 尾 七 丁 目 13

番 17 号  

00360  株 式 会 社 平 和 設

備 工 業 所  

髙  桑  啓  則  神 奈 川 区 六 角 橋 四 丁 目

14 番 １ 号  

00361  株 式 会 社 丸 伸 工

業 所  

丸  山  敦  郎  中 区 石 川 町 ５ 丁 目  210  

番 地 の 11  

00364  有 限 会 社 長 浜 設

備 工 業 所  

河  原  慎  一  磯 子 区 中 原 二 丁 目 ５ 番

25 号  

00375  有 限 会 社 湯 沢 設

備  

髙  橋  秀  典  港 南 区 上 永 谷 四 丁 目 ４

番 40 号  

00378  有 限 会 社 オ ハ ラ

設 備 工 業  

小  原  康  弘  港 南 区 上 永 谷 五 丁 目 23

番 40 号  

00379  株 式 会 社 ラ イ フ

・ コ ア 横 浜  

木  村   正  司  港 南 区 下 永 谷 二 丁 目 26

番 10 号  

00388  横 浜 建 興 株 式 会

社  

杉  山  郁  郎  旭 区 今 宿 東 町  831 番 地

の ９  

00393  興 和 工 業 株 式 会

社  

小  堀    段  旭 区 中 沢 三 丁 目 55 番 17

号  

00395  株 式 会 社 富 士 住

設 機 器  

山  下  陽  次  旭 区 笹 野 台 三 丁 目 48 番

20 号  

00404  卜 部 工 業 有 限 会

社  

卜  部  洋  典  都 筑 区 中 川 四 丁 目 11 番

15 号  

00408  株 式 会 社 ウ エ ダ

設 備  

上  田  隆  一  緑 区 鴨 居 三 丁 目 43 番 ３

号  

00409  有 限 会 社 田 園 水

道  

寺  下  昌  利  青 葉 区 榎 が 丘 46 番 地 の

11  

00411  株 式 会 社 水 野 商

会  

水  野  喜  正  青 葉 区 市 ケ 尾 町  1,797  

番 地  
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00416  株 式 会 社 地 曳 設

備 工 業  

地  曵  政  雄  戸 塚 区 南 舞 岡 三 丁 目 ６

番 ７ 号  

00437  有 限 会 社 横 浜 工

業 所  

瀧  澤    登  西 区 久 保 町 27 番 10 号  

00438  三 洋 設 備 産 業 株

式 会 社  

野  口  幸  廣  南 区 六 ツ 川 二 丁 目 40 番

地  

00443  株 式 会 社 ダ イ シ

ョ ー  

今  城  竜  明  旭 区 三 反 田 町 83 番 地 の

１  

00447  有 限 会 社 山 和 設

備  

山 野 木    茂  都 筑 区 大 棚 町  656 番 地

の １  

00484  幸 和 設 備 株 式 会

社  

福  原    浩  緑 区 十 日 市 場 町  850 番

地 の ３  

00491  株 式 会 社 近 藤 水

道  

近  藤  立  三  神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 36

番 19 号  

00492  カ ナ レ イ 株 式 会

社  

後  藤  守  利  中 区 長 者 町 ２ 丁 目 ５ 番

地 の 18  

00493  株 式 会 社 光 電 社  築  地   正  明  中 区 富 士 見 町 ３ 番 地 の

７  

00497  株 式 会 社 ヨ コ レ

イ  

有  井    清  保 土 ケ 谷 区 新 井 町  657  

番 地  

00500  株 式 会 社 加 藤 設

備  

加  藤  政  芳  旭 区 市 沢 町  649 番 地  

00501  有 限 会 社 岡 田 設

備  

岡  田  敏  雄  磯 子 区 岡 村 四 丁 目 22 番

32 号  

00507  株 式 会 社 大 神  

横 浜 北 店  

岩  﨑  次  郎  港 北 区 篠 原 町  3,172 番

地 の １  

00508  株 式 会 社 北 勇  山  﨑  清  治  青 葉 区 奈 良 三 丁 目 21 番

地 の ４  

00510  株 式 会 社 長 嶺 工

業 所  

長  嶺  博  之  大 和 市 中 央 ４ 丁 目 ６ 番

32 号  

00518  マ ツ ダ 工 業 株 式

会 社  

松  田  大  力  港 北 区 大 曽 根 一 丁 目 24

番 21 号  

00519  有 限 会 社 ム ラ タ

設 備  

村  田  俊  治  港 北 区 大 倉 山 六 丁 目 ２

番 ３ 号  

00523  有 限 会 社  井 住

設 紹 介  

  井  公  美  

 

瀬 谷 区 阿 久 和 南 二 丁 目

11 番 地 の 15  

00534  横 浜 エ コ ハ ウ ス

株 式 会 社  

由  井  健  太  保 土 ケ 谷 区 初 音 ケ 丘 12

番 14 号  

00536  株 式 会 社 髙 橋 工  髙  橋  俊  雄  青 葉 区 も み の 木 台 ２ 番  
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 業   地 の 37  

00558  有 限 会 社 松 林 工

業  

松  林  喜  信  神 奈 川 区 子 安 通 １ 丁 目  

 185 番 地  

00559  大 成 興 業 株 式 会

社  

長  岡  幸  宜  金 沢 区 福 浦 一 丁 目 14 番

地 の 10  

00562  東 西 工 業 株 式 会

社  

丸  中  達  哉  保 土 ケ 谷 区 法 泉 二 丁 目

25 番 18 号  

00576  有 限 会 社 キ ム ラ

総 合 設 備  

木  村  安  彦  神 奈 川 区 松 見 町 １ 丁 目

32 番 地 の ４  

00579  有 限 会 社 鈴 木 設

備  

鈴  木  康  二  青 葉 区 荏 田 町  884 番 地  

00583  株 式 会 社 ム ラ サ

キ 設 備  

村  崎  健  一  泉 区 中 田 西 四 丁 目 31 番

19 号  

00584  株 式 会 社 三 共  平  澤    豊  泉 区 新 橋 町  125 番 地 の

８  

00585  英 工 業 株 式 会 社  近  藤  謙  司  戸 塚 区 深 谷 町  743 番 地

の ９  

00586  三 起 株 式 会 社  林    紀  久  瀬 谷 区 上 瀬 谷 町 32 番 地

の ２  

00589  有 限 会 社 一 由 設

備  

伊  東  利  之  南 区 井 土 ケ 谷 上 町 21 番

11 号  

00590  株 式 会 社 金 子 産

商 湘 南  

金  子  武  史  金 沢 区 東 朝 比 奈 三 丁 目

16 番 ２ 号  

00612  有 限 会 社 田 辺 設

備  

田  邉  二 三 夫  保 土 ケ 谷 区 東 川 島 町 62

番 地 の ５  

00672  相 模 設 備 工 業 株

式 会 社  

加  藤  壽  宏  中 区 山 下 町  188 番 地  

00673  恵 積 興 業 株 式 会

社  

井  上  修  二  瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 22 番

地  

00675  有 限 会 社 佐 野 設

備  

佐  野  揚  一  神 奈 川 区 菅 田 町  2,608  

番 地 の 11  

00678  株 式 会 社 日 清  柿  沼  正  人  神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目

30 番 16 号  

00691  有 限 会 社 シ ョ ウ

設 備 工 業  

將  田  知  和  保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 41  

5 番 地 の 13  

00693  株 式 会 社 フ ル ヤ

テ ク ノ  

古  谷    貴  川 崎 市 宮 前 区 東 有 馬 ４

丁 目 11 番 １ 号  

00694  有 限 会 社 リ ョ ク

ト 設 備 工 業  

渡  邊  昌  雄  旭 区 上 川 井 町  2,001 番

地 の 15  
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00701  有 限 会 社 森 田 設

備  

森  田  健  二  旭 区 左 近 山  1,116 番 地

の ７  

00714  有 限 会 社 サ ン コ

ー 設 備  

小  林  雄  一  瀬 谷 区 南 台 一 丁 目 ８ 番

地 の １  

00720  有 限 会 社 杉 田 設

備 工 事  

杉  田  進 一 朗  神 奈 川 区 神 大 寺 三 丁 目

３ 番 ８ 号  

00721  有 限 会 社 隅 田 工

業  

隅  田  昌  男  神 奈 川 区 三 枚 町  188 番

地  

00722  有 限 会 社 金 森 工

業  

金  森  一  男  西 区 浅 間 町 ４ 丁 目  332  

番 地 の ８  

00725  有 限 会 社 イ ワ ッ

ク  

菅  谷    淳  保 土 ケ 谷 区 仏 向 西 25 番

３ 号  

00726  有 限 会 社 大 栄 設

備 工 業  

安  田  正  勝  旭 区 桐 が 作  1,613 番 地

の ８  

00730  有 限 会 社 タ カ ハ

シ 設 備 工 業  横

浜 営 業 所  

髙  橋  行  雄  都 筑 区 仲 町 台 三 丁 目 14

番 ３ 号  

00732  株 式 会 社 加 藤 設

備  

加  藤  清  志  戸 塚 区 戸 塚 町  1,178 番

地 の ４  

00759  ケ イ ・ エ ス ・ ケ

イ 株 式 会 社  

小  野  義  明  保 土 ケ 谷 区 狩 場 町  295  

番 地  

00763  株 式 会 社 昌 工  山  浦  哲  昌  中 区 寿 町 ２ 丁 目 ６ 番 地

の ２  

00764  株 式 会 社 ア ク ト

エ ン ジ ニ ア リ ン

グ  

栁  川  季  之  中 区 本 牧 間 門 19 番 １ 号  

00787  有 限 会 社 北 見 設

備  

北  見  朋  之  泉 区 中 田 西 三 丁 目 15 番

７ 号  

00799  佐 賀 工 業 有 限 会

社  

中  島  太  一  中 区 石 川 町 1 丁 目 29 番

地  

00800  有 限 会 社 タ カ 住

設  

山  﨑  霳  止  神 奈 川 区 西 寺 尾 四 丁 目

５ 番 24 号  

00801  エ ヌ ・ ケ イ ・ テ

ク ノ 株 式 会 社  

新  倉  俊  治  神 奈 川 区 鶴 屋 町 ３ 丁 目

35 番 地 の １  

00802  株 式 会 社 平 設 備  石  井  謙  吏  保 土 ケ 谷 区 新 桜 ケ 丘 一

丁 目 10 番 12 号  

00805  株 式 会 社 東 伸  太  田    実  都 筑 区 川 向 町  803 番 地

の １  

00806  有 限 会 社 ク ニ マ  國  松  高  之  戸 塚 区 影 取 町  160 番 地  
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 ツ 工 業   の １  

00809  株 式 会 社 相 設  相  澤  有 一 郎  瀬 谷 区 阿 久 和 西 二 丁 目

40 番 地 の １  

00918  株 式 会 社 ヒ ラ マ  平  間  利  夫  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 1,05  

9 番 地 の  102  

00920  有 限 会 社 長 谷 川

設 備  

長 谷 川  健  一  金 沢 区 六 浦 三 丁 目 36 番

13 号  

00921  有 限 会 社 相 澤 設

備 工 業  

森    明  博  川 崎 市 幸 区 古 市 場 １ 丁

目 ７ 番 地 の ６  

00924  有 限 会 社 吉 田 設

備 工 業  

吉  田  賢  次  藤 沢 市 羽 鳥 ２ 丁 目 ４ 番

27 号  

00926  株 式 会 社 サ ン ヒ

ー テ ィ ン グ  

柴  田  晶  博  茅 ヶ 崎 市 赤 羽 根  369 番

地 の ３  

00927  有 限 会 社 武 藤 工

務 店  

武  藤  雅  之  逗 子 市 桜 山 ６ 丁 目 ２ 番

19 号  

00930  株 式 会 社 勝 栄 工

業  

中  内  靖  修  神 奈 川 県 高 座 郡 寒 川 町

田 端  1,177 番 地  

00933  株 式 会 社 三 共 工

業  

中  島    聡  南 区 前 里 町 ２ 丁 目 42 番

地  

00934  有 限 会 社 み あ さ  和  田  雅  広  旭 区 中 希 望 が 丘  180 番

地 の １  

00935  有 限 会 社 藤 田 工

務 店  

藤  田    茂  旭 区 今 宿 東 町  1,613 番

地  

00936  有 限 会 社 山 本 設

備 工 業  

山  本  武  秀  旭 区 川 井 本 町 16 番 地 の

６  

00939  中 台 工 業 株 式 会

社  

佐  藤    朗  横 須 賀 市 鴨 居 １ 丁 目 13

番 １ 号  

00941  有 限 会 社 大 豊 設

備 工 業  

内  田  豊  彦  藤 沢 市 遠 藤  3,007 番 地  

00942  有 限 会 社 須 藤 工

業  

須  藤  治  代  相 模 原 市 緑 区 東 橋 本 ２

丁 目 13 番 17 号  

00943  株 式 会 社 横 田 設

備  

横  田    甲  相 模 原 市 緑 区 大 島 2,99  

4 番 地 の １  

00945  有 限 会 社 せ い わ

工 業  

柳  舘  清  和  茅 ヶ 崎 市 赤 羽 根  1,788 

番 地 の ２  

00947  有 限 会 社 鈴 木 エ

ン ジ ニ ア リ ン グ  

鈴  木    篤  鶴 見 区 東 寺 尾 五 丁 目 ７

番 10 号  

00949  オ ザ ワ 総 合 設 備

株 式 会 社  

小  澤  淳  一  保 土 ケ 谷 区 坂 本 町 98 番

地 の ７  
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00950  有 限 会 社 ア キ モ

ト  

秋  元  勝  儀  港 北 区 綱 島 西 四 丁 目 ７

番 17 号  

00952  株 式 会 社 横 山 工

業 所  

布  川  和  裕  戸 塚 区 上 倉 田 町  981 番

地  

00953  有 限 会 社 エ イ コ

ー  

宮  﨑  英  幸  戸 塚 区 深 谷 町  1,233 番

地 の １  

00954  有 限 会 社 齋 藤 工

事  

斎  藤  秀  貴  瀬 谷 区 下 瀬 谷 二 丁 目 ７

番 地 の ５  

00955  株 式 会 社 米 持 工

業  

渡  邉    宏  横 須 賀 市 大 矢 部 ２ 丁 目

11 番 19 号  

00957  有 限 会 社 に し 設

備  

西  山  知  宏  平 塚 市 山 下 ２ 丁 目 13 番

12 号  

00958  有 限 会 社 協 伸 設

備 工 業  

市  川    樹  鎌 倉 市 寺 分 １ 丁 目 25 番

７ 号  

00960  有 限 会 社 井 上 住

設  

井  上    聡  三 浦 市 南 下 浦 町 上 宮 田  

 3,314 番 地  

00961  川 又 電 機 工 事 株

式 会 社  

川  又  竜 志 郎  川 崎 市 川 崎 区 観 音 ２ 丁

目 ９ 番 ３ 号  

00962  荻 原 住 宅 設 備 機

器 株 式 会 社  

荻  原  康  弘  川 崎 市 中 原 区 上 小 田 中

６ 丁 目 23 番 33 号  

00966  日 新 工 業 株 式 会

社  

川  村  一  徳  川 崎 市 麻 生 区 片 平 ５ 丁

目 ９ 番 ６ 号  

00967  環 境 装 備 株 式 会

社  保 土 ヶ 谷 事

務 所  

田  中  祐  三  保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 61 番

地 の 39  

00970  有 限 会 社 後 藤 設

備  

後  藤  誠  司  緑 区 三 保 町  885 番 地 の

４  

00972  株 式 会 社 武 田 汽

缶 工 業 所  

武  田    稔  泉 区 和 泉 中 央 北 六 丁 目

25 番 ３ 号  

00973  株 式 会 社 矢 野 住

設  

矢  野  圭  一  戸 塚 区 深 谷 町  1,881 番

地  

00974  東 京 ガ ス ラ イ フ

バ ル 飯 田 株 式 会

社  

杉  浦    誠  横 須 賀 市 山 科 台 10 番 11

号  

00976  有 限 会 社 梅 津 設

備  

梅  津  義  久  藤 沢 市 西 俣 野  393 番 地

の ５  

00977  有 限 会 社 栄 工 業  浅  田  博  行  大 和 市 上 和 田  1,071 番

地 の 18  

00980  有 限 会 社 渡 部 設  渡  部    孝  綾 瀬 市 寺 尾 中 ３ 丁 目 11  
 



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

82 

 備 工 業   番 21 号  

00981  株 式 会 社 ノ リ コ

ー サ ー ビ ス  

坂  本  範  行  綾 瀬 市 寺 尾 本 町 １ 丁 目

17 番 62 号  

00982  日 化 設 備 工 業 株

式 会 社  川 崎 支

店  

高  本    篤  川 崎 市 中 原 区 中 丸 子 46  

1 番 地  

00985  有 限 会 社 ハ マ ダ

管 工  

濵  田    満  川 崎 市 宮 前 区 南 野 川 ３

丁 目 30 番 28 号  

00986  有 限 会 社 大 坂 設

備  

大  坂  順  一  川 崎 市 宮 前 区 平 ６ 丁 目

４ 番 48 号  

10670  日 成 工 事 株 式 会

社  

小  林  雅  夫  港 南 区 上 大 岡 西 一 丁 目

12 番 ３ 号  

10674  青 野 建 設 株 式 会

社  

髙  橋    元  南 区 大 岡 四 丁 目 ８ 番 12

号  

10684  株 式 会 社 信 友 建

設  

福  嶋  隆 太 郎  戸 塚 区 鳥 が 丘 12 番 地 の

１  

10830  中 鉢 建 設 株 式 会

社  

中  鉢    悟  旭 区 上 白 根 町  744 番 地

の ４  

10934  フ ァ ー ス ト サ ー

ビ ス ヤ マ ト 管 理

有 限 会 社  

井  上    満  旭 区 柏 町 １ 番 地 の ７  

10956  株 式 会 社 新 世  恒  川  淳  仁  港 南 区 日 野 九 丁 目 26 番

２ 号  

10971  株 式 会 社 南 組  森  田  雅  晴  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 1,45  

5 番 地 の １  

11058  新 栄 重 機 土 木 株

式 会 社  

新  井  正  和  南 区 永 田 北 三 丁 目 40 番

12 号  

11063  有 限 会 社 モ リ ヤ  森    正  勝  泉 区 弥 生 台 74 番 地 の 32  

11067  相 武 造 園 土 木 株

式 会 社  

石  黒    毅  神 奈 川 区 羽 沢 町  1,562  

番 地  

11086  笠 間 工 業 株 式 会

社  

鈴  木  富  裕  栄 区 公 田 町  1,550 番 地  

11115  株 式 会 社 エ ー ス

産 業  

関    富  栄  港 南 区 日 野 中 央 三 丁 目

１ 番 １ 号  

11121  和 紘 建 設 株 式 会

社  

井  上  厚  司  旭 区 中 白 根 二 丁 目 14 番

48 号  

11170  鹿 島 道 路 株 式 会

社  横 浜 支 店  

井  上  孝  博  西 区 北 軽 井 沢 63 番 地  

11317  株 式 会 社 ヤ マ ソ  大  淵  久  敬  港 北 区 篠 原 町  1,338 番  
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 ウ  新 横 浜 事 業

所  

 地 の １  

11318  北 田 建 設 株 式 会

社  

宇  都  圭  一  港 北 区 新 吉 田 東 三 丁 目

39 番 10 号  

11322  横 浜 プ ラ ン ト 株

式 会 社  

相  浦  敏  成  座 間 市 明 王 15 番 地 の 10  

11323  有 限 会 社 寺 嶋 設

備 工 務 店  

寺  嶋  康  一  川 崎 市 宮 前 区 神 木 本 町

３ 丁 目 ３ 番 17 号  

11324  株 式 会 社 百 合 ヶ

丘 設 備 工 業  

笠  原    均  川 崎 市 麻 生 区 高 石 １ 丁

目 21 番 ９ 号  

11328  宮 下 工 業 株 式 会

社  

宮  下    稔  藤 沢 市 辻 堂 西 海 岸 １ 丁

目 ８ 番 １ 号  

11331  株 式 会 社 セ ッ ク  鈴  木  純  一  藤 沢 市 藤 沢  917 番 地 の

１  

11334  株 式 会 社 泰 山 園  髙  橋    卓  旭 区 上 白 根 町  1,257 番

地 の 16  

11337  株 式 会 社 錦 光 園  渡  邉    忠  都 筑 区 早 渕 一 丁 目 25 番

38 号  

11339  株 式 会 社 小 林 園  小  林  新  一  瀬 谷 区 阿 久 和 南 二 丁 目

17 番 地 の ２  

11342  有 限 会 社 原 管 工  原    泰  一  鎌 倉 市 長 谷 ２ 丁 目 21 番

５ 号  

11347  株 式 会 社 ス ガ オ

施 工  

本  田  直  樹  川 崎 市 宮 前 区 犬 蔵 １ 丁

目 37 番 15 号  

11349  株 式 会 社 早 瀬 工

業  

竹  村  和  昭  中 区 曙 町 １ 丁 目 ３ 番 地  

11351  タ ッ ク 建 設 株 式

会 社  

有  薗  隆  敏  南 区 別 所 一 丁 目 ３ 番 14

号  

11353  明 和 管 工 株 式 会

社  

近  藤  勝  茂  平 塚 市 見 附 町 46 番 16 号  

11441  岸 本 建 設 株 式 会

社  

岸  本  嘉  子  中 区 小 港 町 ３ 丁 目  190  

番 地 の ６  

11442  有 限 会 社 佐 藤 組  佐  藤    誠  港 南 区 野 庭 町  562 番 地

の 14  

11443  天 満 管 工 業 株 式

会 社  

天  満  直  樹  瀬 谷 区 卸 本 町  2,161 番

地 の ３  

11447  ラ イ ズ  橋  本  哲  也  神 奈 川 区 菅 田 町  183 番

地 の ２  

11448  株 式 会 社 辰 エ ン  友  添  辰  哉  神 奈 川 区 片 倉 二 丁 目 16  
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 タ ー プ ラ イ ズ   番 42 号  

11452  有 限 会 社 神 原 興

業  

神  原  邦  吉  都 筑 区 荏 田 東 三 丁 目 ２

番 ３ 号  

11454  宮 澤 建 設 株 式 会

社  

宮  澤  豊  久  戸 塚 区 俣 野 町  1,530 番

地 の １  

11456  株 式 会 社 鈴 木 建

設 事 業 所  

鈴  木  哲  也  泉 区 和 泉 町 ９ 番 地 の １  

11460  株 式 会 社 み ど り

や  

露  木  徳  英  秦 野 市 寿 町 ６ 番 ６ 号  

11514  株 式 会 社 モ リ コ

ー ポ レ ー シ ョ ン  

森    義  郎  南 区 共 進 町 ２ 丁 目 40 番

地  

11515  Ｍ Ｏ Ｍ 株 式 会 社  槇    勝  利  港 北 区 新 羽 町  2,785 番

地  

11516  株 式 会 社 沢 設 備

工 業 所  

石  黒  辰  英  緑 区 三 保 町  2,595 番 地

の ８  

11520  株 式 会 社 進 友 建

設  

松  尾  裕  也  栄 区 野 七 里 二 丁 目 14 番

３ 号  

11525  株 式 会 社 イ ー ス

ト  

小  池  秀  明  戸 塚 区 柏 尾 町  825 番 地

の 11  

11526  株 式 会 社 大 五 建

設  

小  山  健  治  綾 瀬 市 早 川  1,345 番 地

の 38  

11527  菊 永 建 設 株 式 会

社  

菊  永  秀  樹  相 模 原 市 南 区 下 溝 3,06  

5 番 地 の １  

11598  株 式 会 社 カ ナ ン  金  井  宗  秋  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 1,63  

8 番 地 の １  

11600  株 式 会 社 今 井 水

道 設 備  

今  井  満  敏  藤 沢 市 宮 原  3,395 番 地  

11601  有 限 会 社 岩 野 設

備  

岩  野    勉  泉 区 和 泉 町  1,445 番 地  

11603  ウ ォ ー タ ー ラ イ

フ 株 式 会 社  

関    友  昭  横 須 賀 市 平 作 １ 丁 目 24

番 ４ 号  

11680  有 限 会 社 ス ド ウ

工 営  

須  藤  公  司  小 田 原 市 鬼 柳  799 番 地

の 10  

11682  有 限 会 社 誠 進 工

業  

工  藤  歳  浩  藤 沢 市 辻 堂 ５ 丁 目 13 番

13 号  

11683  サ ン メ ン テ ナ ン

ス 株 式 会 社  

山  本  和  紀  藤 沢 市 辻 堂 太 平 台 １ 丁

目 12 番 13 号  

11684  浅 田 工 業  浅  田  三  厳  神 奈 川 区 菅 田 町  1,727  

番 地 の 17  
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11685  株 式 会 社 大 勝  小  勝  次  郎  西 区 平 沼 一 丁 目 ３ 番 13

号  

11686  池 田 設 備 工 業  池  田  隆  寛  戸 塚 区 原 宿 四 丁 目 51 番

14 号  

11687  株 式 会 社 中 建 興

業  

中  野    稔  泉 区 岡 津 町  1,469 番 地

の 13  

11688  株 式 会 社 富 湘 設

備  

富  樫    淳  神 奈 川 県 高 座 郡 寒 川 町

小 谷 ３ 丁 目 １ 番 35 号  

11689  日 広 工 業 株 式 会

社  

鎌  田  隆  之  相 模 原 市 南 区 相 模 大 野

８ 丁 目 10 番 20 号  

11690  株 式 会 社 ア ク ア

テ ッ ク ス  

長  澤  雄  司  大 和 市 鶴 間 １ 丁 目 ９ 番

17 号  

11691  株 式 会 社 山 川 建

設  

山  川  義  明  横 須 賀 市 大 矢 部 ３ 丁 目

13 番 15 号  

11692  株 式 会 社 祐 成  飯  塚  浩  司  横 須 賀 市 西 浦 賀 ３ 丁 目

13 番  

11694  Ｕ － Ｔ Ｅ Ｃ Ｈ  海  野  雄 一 郎  厚 木 市 関 口  1,110 番 地

の 25  

11696  株 式 会 社 水 野 建

設  

水  野  吉  和  秦 野 市 平 沢  319 番 地 の

５  

30185  株 式 会 社 田 中 ポ

ン プ 製 作 所  

田  中  和  行  緑 区 小 山 町  435 番 地 の

８  

30186  有 限 会 社 シ ン ト

ー 企 画  

片  倉  秀  二  泉 区 和 泉 町  7,877 番 地  

30193  有 限 会 社 惠 設 備  扇  喜    惠  青 葉 区 あ ざ み 野 三 丁 目

３ 番 地  

30196  有 限 会 社 藤 原 水

道  

藤  原  美 喜 男  都 筑 区 早 渕 三 丁 目 38 番

３ 号  

30198  有 限 会 社 藤 設 備

工 業  

佐  藤  義  昭  川 崎 市 宮 前 区 西 野 川 １

丁 目 26 番 26 号  

30200  有 限 会 社 飛 鳥 設

備  

藤  田  弘  志  横 須 賀 市 金 谷 ３ 丁 目 ２

番 ８ 号  

30201  有 限 会 社 皆 川 興

業  

皆  川  五 百 城  保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 61 番

55 号  

30202  有 限 会 社 ア イ シ

ン 商 事  

夏    廣  民  港 北 区 新 吉 田 東 八 丁 目

37 番 24 号  

30207  有 限 会 社 清 水 設

備  

清  水  幸  子  川 崎 市 高 津 区 溝 口 ４ 丁

目 ２ 番 15 号  

30208  ジ ェ イ ・ ア イ 設  石  山  譲  司  神 奈 川 県 足 柄 下 郡 湯 河  
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 備  神 奈 川 営 業

所  

 原 町 宮 下  752 番 地 の 36  

30211  株 式 会 社 富 士 中

商 会  

田  中  靖  一  藤 沢 市 長 後  591 番 地  

30212  日 産 設 備 株 式 会

社  

佐  藤  健  治  南 区 井 土 ケ 谷 下 町 １ 番

地 の １  

30214  株 式 会 社 ア ク ア

テ ッ ク  

髙  妻  康  宏    緑 区 鴨 居 七 丁 目 １ 番 25

号  

30217  株 式 会 社 サ ン エ

ー サ ン ク ス  

飯  塚    智  神 奈 川 県 高 座 郡 寒 川 町

倉 見  968 番 地 の １  

30221  株 式 会 社 ア サ ヒ

設 備  

芝  田  茂  生  相 模 原 市 中 央 区 矢 部 ３

丁 目 ８ 番 13 号  

30222  株 式 会 社 大 神  

横 浜 南 店  

岩  﨑  次  郎  港 南 区 日 野 五 丁 目 31 番

８ 号  

30223  有 限 会 社 カ ワ ビ

エ ン ジ ニ ア リ ン

グ  

鈴  木  修  一  旭 区 白 根 三 丁 目 27 番 ９

号  

30224  有 限 会 社 オ ッ フ

ル ・ プ ロ ジ ェ ク

ト  

橋  本  康  廣  緑 区 森 の 台 ３ 番 15 号  

30225  有 限 会 社 大 貫 設

備  

大  貫  雅  史  厚 木 市 ま つ か げ 台 54 番

13 号  

30350  株 式 会 社 サ ム ズ  福  原    修  緑 区 霧 が 丘 三 丁 目 13 番

地 の ８  

30352  株 式 会 社 ヒ ロ ズ  髙  麗  浩 一 郎  神 奈 川 県 愛 甲 郡 愛 川 町

中 津  2,148 番 地  

30353  有 限 会 社 小 川 水

道  

小  川  正  敏  川 崎 市 麻 生 区 片 平 ２ 丁

目 24 番 11 号  

30354  ツ ヅ キ 工 業 株 式

会 社  

都  築  佑  介  茅 ヶ 崎 市 旭 が 丘 １ 番 11

号  

30356  有 限 会 社 川 井 設

備  

川  井    茂  藤 沢 市 高 倉  549 番 地  

30357  有 限 会 社 今 野 設

備 工 業 所  

今  野  則  雄  藤 沢 市 村 岡 東 ３ 丁 目 ５

番 地 の ６  

30358  株 式 会 社 大 浦 設

備  

大  浦    満  大 和 市 鶴 間 １ 丁 目 24 番

17 号  

30359  齋 藤 設 備  齋  藤  茂  広  厚 木 市 下 荻 野  563 番 地

の 18  

30360  Ｔ Ｓ 設 備  嶋  田  貴  裕  川 崎 市 中 原 区 宮 内 ３ 丁  
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   目 11 番 ５ 号  

30361  株 式 会 社 英 進 設

備 工 業  

緑  川  善  信  相 模 原 市 南 区 東 林 間 ２

丁 目 ３ 番 ６ 号  

30362  エ バ ー リ ン ク ス

株 式 会 社  

松  本  英  隆  中 区 弥 生 町 ２ 丁 目 17 番

地  

30363  ア リ カ 水 道 技 研

工 業 株 式 会 社  

佐 久 間    隆  港 南 区 上 永 谷 五 丁 目 15

番 43 号  

30365  株 式 会 社 門 前 住

設  

門  前  和  人  緑 区 長 津 田 町  2,469 番

地  

30366  橋 本 工 業  橋  本    健  都 筑 区 加 賀 原 一 丁 目 ８

番 ７ 号  

30368  株 式 会 社 杉 田 設

備  

杉  田  匡  房  相 模 原 市 中 央 区 陽 光 台

５ 丁 目 ２ 番 18 号  

30371  株 式 会 社 奥 村 商

会  

奥  村    繁  西 区 平 沼 二 丁 目 ６ 番 ８

号  

30374  豊 建 設 株 式 会 社  渡  辺  淳  矢  伊 勢 原 市 東 富 岡  959 番

地 の 10  

30376  太 智 工 業  安  室  雄  智  藤 沢 市 葛 原  1,088 番 地

の ８  

30378  有 限 会 社 石 井 設

備 工 業  

石  井  榮  一  横 須 賀 市 長 井 １ 丁 目 26

番 ８ 号  

30464  児 玉 住 設  児  玉  淳  一  旭 区 上 白 根 二 丁 目 31 番

２ 号  

30468  有 限 会 社 山 口 設

備  

山  口  英  樹  茅 ヶ 崎 市 柳 島 ２ 丁 目 ９

番 12 号  

30470  東 洋 総 業 株 式 会

社  新 横 浜 営 業

所  

加  藤  宣  明  港 北 区 新 羽 町  1,380 番

地  

30472  有 限 会 社 ス カ イ

工 業  

高  橋    洋  藤 沢 市 遠 藤  2,014 番 地

の 26  

30473  株 式 会 社 秀 和  加  藤  秀  幸  大 和 市 西 鶴 間 ４ 丁 目 12

番 36 －  309 号  

30474  栄 和 設 備  石  川  栄  二  鶴 見 区 下 末 吉 三 丁 目 12

番 ８ 号  

30475  Ｅ Ｓ Ｋ 株 式 会 社  石  川  隆  二  中 区 本 牧 町 １ 丁 目 28 番

地 の ３  

30476  株 式 会 社 大 八  浅  野  勝  文  港 南 区 港 南 台 五 丁 目 23

番 16 号  

30478  梶 浦 設 備 工 業  梶  浦  裕  介  川 崎 市 川 崎 区 渡 田 １ 丁  
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   目 ９ 番 ５ －  101 号  

30479  株 式 会 社 シ ム ラ  志  村  知  哉  川 崎 市 宮 前 区 初 山 １ 丁

目 24 番 10 号  

30483  紘 永 工 業 株 式 会

社  

青  木  成  文  戸 塚 区 柏 尾 町  191 番 地

の ２  

30485  株 式 会 社 ゆ う し

ん 設 備  

米  川  裕  之  茅 ヶ 崎 市 香 川 ２ 丁 目 19

番 １ 号  

30486  有 限 会 社 カ モ シ

ダ 工 業  

鴨 志 田  譲  正  大 和 市 下 鶴 間  2,856 番

地 の 32  

30487  株 式 会 社 和 泉 設

備  

吉  原  真  一  泉 区 和 泉 中 央 北 二 丁 目

11 番 41 号  

30488  株 式 会 社 積 壱  

藤 沢 営 業 所  

山  本  誠 四 郎  藤 沢 市 石 川 ４ 丁 目 ７ 番

地 の ３  

30571  株 式 会 社 パ ン ド

ー ラ  

河  内  晃 一 郎  保 土 ケ 谷 区 西 谷 一 丁 目

16 番 ８ 号  

30572  共 和 興 業 株 式 会

社  工 事 部  

中  里  成  光  中 区 末 吉 町 １ 丁 目 21 番

地  

30573  株 式 会 社 小 池 設

備  

小  池  重  憲  相 模 原 市 南 区 西 大 沼 １

丁 目 18 番 ２ 号  

30576  タ イ ア ッ プ  嘉  山  勝  利  川 崎 市 幸 区 中 幸 町 ３ 丁

目 26 番 地 の 24  

30577  株 式 会 社 ま り 工

房  

河  原  真  也  川 崎 市 幸 区 南 加 瀬 ５ 丁

目 16 番 18 － ３ 号  

30578  株 式 会 社 萬 田  萬  田  信 太 郎  相 模 原 市 緑 区 原 宿 １ 丁

目 ７ 番 22 号  

30579  有 限 会 社 興 亜 工

業  

成  田  貞  夫  横 須 賀 市 安 浦 町 ２ 丁 目

11 番 地 の 15  

30580  有 限 会 社 佐 藤 工

務 店  

佐  藤  俊  治  西 区 東 久 保 町 35 番 33 号  

30581  株 式 会 社 タ ヅ ケ

設 備  

田  附    亮  旭 区 善 部 町  138 番 地 の

24  

30582  株 式 会 社 ア ク ア

プ ロ テ ッ ク  

山  本  一  記  都 筑 区 中 川 中 央 二 丁 目

５ 番 13 号  

２  指 定 有 効 期 間  

  令 和 ６ 年 11 月 １ 日 か ら 令 和 11 年 10 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  604 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

名  称  代 表 者 氏 名   営 業 所 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

00857  三 和 工 業

株 式 会 社  

(新) 小  関    諄  西 区 平 沼 一 丁 目 33

番 ７ 号  (旧) 小  関    誠  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

11462  株 式 会 社

川 嶋 土 木  

(新) 川  島  智  幸  (新) 泉 区 新 橋 町  174  

番 地 の １  

(旧) 大  橋  康  一  (旧) 旭 区 白 根 二 丁 目

７ 番 24 号  
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横 浜 市 公 告 第  605 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 番 号    名  称  営 業 所 所 在 地  取 消 年 月 日  

 30552   有 限 会 社 ア ー ス

カ ン パ ニ ー  

緑 区 北 八 朔 町 1,  

938 番 地 の 70  

令 和 ６ 年 10 月 31 日  

 00030   株 式 会 社 大 柴 工

務 店  

神 奈 川 区 大 口 通  

 131 番 地 の ４  

令 和 ６ 年 10 月 24 日  
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横 浜 市 公 告 第  606 号  

   建 築 協 定 の 認 可  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 73 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 ウ ッ ド パ ー ク 金 沢 文 庫 建 築 協 定 を 認 可 し た 。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 公 告 第  607 号  

   建 築 許 可 申 請 に 係 る 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 開 催  

 日 本 管 財 株 式 会 社 代 表 取 締 役 横 山 貞 夫 か ら 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年

法 律 第  201 号 ） 第 48 条 第 １ 項 た だ し 書 き の 規 定 に 基 づ く 建 築 許 可 申

請 が あ っ た の で 、 同 条 第 15 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 開 に よ

る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 令 和

６ 年 11 月 22 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 市 街 地 建 築 課 に 申 し 出

な け れ ば な ら な い 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  建 築 物 の 建 築 の 計 画  

 (1)  申 請 地  

   港 北 区 日 吉 本 町 二 丁 目  1,987 番 の １ の 一 部  

 (2)  許 可 対 象 用 途  

   日 用 品 の 販 売 を 主 た る 目 的 と す る 店 舗  

    199.92 ㎡ （ 計 画 ） ＞ 0 ㎡ （ 基 準 ）  

 (3)  敷 地 面 積  

    661.57 ㎡  

 (4)  建 築 物 の 概 要  

   建 築 面 積    199.92 ㎡  

   延 べ 面 積    199.92 ㎡  

   構   造   鉄 骨 造  

   階   数   地 上 １ 階 建 て  

   用   途   日 用 品 の 販 売 を 主 た る 目 的 と す る 店 舗  

   高   さ    2.834 ｍ  

２  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 日 時  

  令 和 ６ 年 12 月 18 日 午 後 ７ 時  

３  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 場 所  

  港 北 区 日 吉 本 町 一 丁 目 11 番 の 13  

  横 浜 市 日 吉 地 区 セ ン タ ー  
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横 浜 市 公 告 第  608 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ２ 年 12 月 17 日 第 2020 開  105 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  鶴 見 区 岸 谷 二 丁 目 ４ 番 42 号  

  鈴  木  健  雄  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  鶴 見 区 岸 谷 二 丁 目  654 番 の １ か ら  654 番 の ３ ま で 、  654 番 の ４

の 一 部 、  654 番 の ５ か ら  654 番 の 10 ま で 、  654 番 の 13 、  654 番 の

19 及 び  657 番 の ４ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  609 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ４ 月 27 日 第 2023 開  801 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 ６ 番 地 の １  

  株 式 会 社 又 口  

   代 表 取 締 役  内  田    樹  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 39 番 の ５ の 一 部 、 39 番 の 10 、 39 番 の 20 の 一 部

、 39 番 の 21 、 41 番 の １ の 一 部 、 41 番 の ４ の 一 部 及 び 41 番 の ７ の 一

部  
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横 浜 市 公 告 第  610 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 11 月 30 日 第 2023 開 1608 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  相 模 原 市 南 区 東 林 間 ３ 丁 目 ７ 番 ５ 号  

  ア オ イ 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  塩  崎  敏  治  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  泉 区 上 飯 田 町  3,608 番 の ３ か ら  3,608 番 の 20 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  611 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 12 月 12 日 第 2023 開 1316 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 汲 沢 一 丁 目 １ 番 12 号  

  株 式 会 社 天 野 不 動 産  

   代 表 取 締 役  天  野  則  行  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 戸 塚 町  4,456 番 の 19 、  4,456 番 の 24 、  4,456 番 の 25 、 4,  

 456 番 の 27 か ら  4,456 番 の 33 ま で 、  4,475 番 の 12 、  4,475 番 の 26  

 、  4,483 番 の ４ 、  4,484 番 の １ 、  4,485 番 の １ 、  4,490 番 の １ 及  

 び  4,490 番 の ３ か ら  4,490 番 の ７ ま で  
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横 浜 市 公 告 第  612 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 10 月 ３ 日 第 2024 開  301 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  保 土 ケ 谷 区 保 土 ケ 谷 町 ３ 丁 目  222 番 地  

  石  井    透  

  保 土 ケ 谷 区 保 土 ケ 谷 町 ３ 丁 目  222 番 地  

  石  井  政  子  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  西 区 久 保 町  171 番 、  175 番 及 び  175 番 の １ の 各 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  613 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ２ ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 １ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   34.44 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  神 奈 川 区 大 口 通  126 番 の １  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ハ ウ ス プ ラ ン  

   代 表 取 締 役  鈴  木  賢  広  
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横 浜 市 公 告 第  614 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ２ ・ ４ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 １ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   21.63 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  神 奈 川 区 大 口 通  126 番 の ５  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ハ ウ ス プ ラ ン  

   代 表 取 締 役  鈴  木  賢  広  
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横 浜 市 公 告 第  615 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ４ ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ６ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   16.17 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  中 区 本 牧 元 町  159 番 の １  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 サ ン ラ イ ズ エ ス テ ー ト  

   代 表 取 締 役  村  上  栄  二  
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横 浜 市 公 告 第  616 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 11 ・ ９ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 １ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  7.00 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 綱 島 西 五 丁 目  437 番 の １  

６  申 請 者 の 氏 名  

  小  泉  駒  子  
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横 浜 市 公 告 第  617 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 15 ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 24 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   15.39 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  栄 区 公 田 町  644 番 の １  

６  申 請 者 の 氏 名  

  有 限 会 社 ス タ ー ト ル  

   代 表 取 締 役  桐  生  貴  久  
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横 浜 市 公 告 第  618 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 16 ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 31 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   28.15 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  泉 区 新 橋 町  1,115 番 の ９  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ホ ー ム ラ ン ド  

   代 表 取 締 役  小  野  洋 一 郎  
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横 浜 市 公 告 第  619 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 22 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   42.95 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  西 区 久 保 町  175 番 、  175 番 １ 及 び  176 番 １ の 一 部  

５  申 請 者 の 氏 名  

  石  井    透  

  石  井  政  子  
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横 浜 市 公 告 第  620 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 28 ・ 74 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 24 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   69.80 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  神 奈 川 区 七 島 町 75 番 の 46 地 先 か ら 75 番 の  135 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  621 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 34 ・ 44 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 17 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   23.60 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  神 奈 川 区 羽 沢 南 四 丁 目  417 番 の 9 地 先 か ら  417 番 の 2 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  622 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・ 65 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 15 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   100.20 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  南 区 別 所 中 里 台  1,666 番 の 32 地 先 か ら  666 番 の 80 地 先 ま で  

  南 区 別 所 中 里 台  666 番 の 7 地 先 か ら  666 番 の 12 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  623 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 41 ・ 76 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 28 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.60 ｍ 及 び 6.60 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   74.50 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  南 区 六 ツ 川 二 丁 目 35 番 の 14 地 先 か ら 37 番 の 19 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  624 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・ 75 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 22 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   32.30 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 南 区 芹 が 谷 五 丁 目  1,609 番 の 14 地 先 か ら  1,609 番 の 78 地 先 ま  

 で  
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横 浜 市 公 告 第  625 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・ 55 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 28 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  8.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   253.64 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 中 尾 二 丁 目 55 番 の 40 地 先 か ら 中 沢 一 丁 目 44 番 の １ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  626 号  

   土 地 区 画 整 理 組 合 の 理 事 の 氏 名 及 び 住 所           

 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 29 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合 か ら 、 次 の と お り 理 事 の 氏 名

及 び 住 所 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

  氏  名      住     所      

黒  岩  重  雄  (新) 泉 区 ゆ め が 丘 47 番 地 の 14  

(旧) 泉 区 下 飯 田 町  1,570 番 地 の 22  
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区 告 示  

 

神 奈 川 区 告 示 第 15 号 （ 令 和 ６ 年 10 月 17 日 掲 示 済 ）  

   避 難 指 示 の 解 除  

 令 和 ５ 年 ６ 月 ３ 日 に 発 令 し た 避 難 指 示 に つ い て 、 次 の と お り 解 除

す る 。  

   令 和 ６ 年 10 月 17 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

１  避 難 指 示 日 時 及 び 対 象 地 域  

  避 難 指 示 日 時  令 和 ５ 年 ６ 月 ３ 日 午 前 ０ 時 50 分  

  対 象 地 域  神 奈 川 区 三 ツ 沢 東 町 の 一 部  

２  避 難 指 示 を 解 除 す る 日 時  

  令 和 ６ 年 10 月 17 日 午 前 ９ 時  
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南 区 告 示 第 12 号 （ 令 和 ６ 年 10 月 21 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 中 里 第 四 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 10 月 21 日  

               横 浜 市 南 区 長  髙  澤  和  義  

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

区 域  南 区 中 里 二 丁 目 ４ 番 か

ら ７ 番 ９ 号 ま で 、 ７ 番

10 号 の 一 部 、 ７ 番 11 号

か ら ７ 番 18 号 ま で 及 び

15 番 か ら 18 番 ま で 、 中

里 三 丁 目 35 番 １ 号 並 び

に 中 里 四 丁 目 24 番 15 号

、 24 番 19 号 、 24 番 22 号

、 24 番 23 号 、 25 番 か ら

28 番 35 号 ま で 、 29 番 ３

号 、 29 番 13 号 、 29 番 14

号 、 32 番 32 号 、 32 番 33

－ １ 号 か ら 32 番 33 － 13

号 ま で 、 32 番 34 号 か ら

32 番 37 号 ま で 、 33 番 １

号 か ら 33 番 23 号 ま で 、

33 番 45 号 か ら 33 番 49 号

ま で 、 34 番 １ 号 か ら 34

番 11 号 ま で 、 34 番 22 号

か ら 34 番 24 号 ま で 、 39

番 26 号 、 40 番 １ 号 か ら

40 番 11 号 ま で 、 40 番 19

号 か ら 40 番 24 号 ま で 、

41 番 及 び 42 番 ９ 号 か ら

42 番 24 号 ま で  

南 区 中 里 二 丁 目 ４ 番 か

ら ７ 番 ９ 号 ま で 、 ７ 番

10 号 の 一 部 、 ７ 番 11 号

か ら ７ 番 18 号 ま で 及 び

15 番 か ら 18 番 ま で 並 び

に 中 里 四 丁 目 24 番 15 号

、 24 番 19 号 、 24 番 22 号

、 24 番 23 号 、 25 番 か ら

28 番 35 号 ま で 、 29 番 ３

号 、 29 番 13 号 、 29 番 14

号 、 32 番 32 号 、 32 番 33

－ １ 号 か ら 32 番 33 － 13

号 ま で 、 32 番 34 号 か ら

32 番 37 号 ま で 、 33 番 １

号 か ら 33 番 23 号 ま で 、

33 番 45 号 か ら 33 番 49 号

ま で 、 34 番 １ 号 か ら 34

番 11 号 ま で 、 34 番 22 号

か ら 34 番 24 号 ま で 、 39

番 26 号 、 40 番 １ 号 か ら

40 番 11 号 ま で 、 40 番 19

号 か ら 40 番 24 号 ま で 、

41 番 及 び 42 番 ９ 号 か ら

42 番 24 号 ま で  
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泉 区 告 示 第 28 号 （ 令 和 ６ 年 10 月 21 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 白 百 合 台 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 10 月 21 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

熊  谷  雄  三  

泉 区 白 百 合 三 丁 目 １ 番

36 号  

中  上  清  文  

泉 区 白 百 合 二 丁 目 ６ 番

20 号  
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区 公 告  

 

保 土 ケ 谷 区 公 告 第  171 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 １ 日  

            横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 長  神  部    浩  

自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 35 ― 25  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 10 月 18 日  
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瀬 谷 区 公 告 第 109 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 １ 日  

              横 浜 市 瀬 谷 区 長  植  木  八 千 代  

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 ８ － 08  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 １ 月 13 日  

横  

 36 － 89  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ５ 月 25 日  

横  

 ８ － 02  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日  

横  

 36 － 96  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ４ 月 23 日  

横  

 ８ － 05  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ５ 月 ６ 日  

横  

 ８ － 09  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ７ 月 19 日  

横  

 42 － 21  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ７ 月 31 日  
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交 通 局  

 

 横 浜 市 乗 合 自 動 車 二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 取 扱 規 程 を 次 の よ う に 定

め る 。  

   令 和 ６ 年 10 月 21 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 24 号 （ 令 和 ６ 年 10 月 21 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 乗 合 自 動 車 二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 取 扱 規 程  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 横 浜 市 乗 合 自 動 車 乗 車 料 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和

27 年 12 月 交 通 局 規 程 第 ９ 号 。 以 下 「 施 行 規 程 」 と い う 。 ） 第 ３ 条

第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し た 乗 車 に

係 る 取 扱 い 等 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 の と お り と す る  

 。  

 (1)  「 二 次 元 バ ー コ ー ド 」 と は 、 携 帯 情 報 端 末 機 器 に 表 示 さ れ た

バ ー コ ー ド で あ り 、 読 み 込 ま せ る こ と に よ り 、 運 賃 に か か る 決

済 が で き る も の を い う 。  

 (2)  「 二 次 元 バ ー コ ー ド リ ー ダ 」 と は 、 二 次 元 バ ー コ ー ド か ら の

情 報 読 取 り を 行 う 装 置 を い う 。  

 (3)  「 二 次 元 バ ー コ ー ド コ ン ソ ー ル 」 と は 、 二 次 元 バ ー コ ー ド リ

ー ダ 等 と の 情 報 の 送 受 信 を 行 う 装 置 を い う 。  

２  こ の 規 程 に 定 め の な い 用 語 の 定 義 に つ い て は 、 そ の 他 の 関 連 す

る 規 約 等 の 規 定 に よ る も の と す る 。  

 （ 使 用 方 法 ）  

第 ３ 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し て 乗 車 す る と き は 、 二 次 元

バ ー コ ー ド か ら の 情 報 を 二 次 元 バ ー コ ー ド リ ー ダ で 読 み 取 る こ と

で 乗 車 処 理 を 行 う 。  

２  小 児 又 は 障 害 者 等 が 乗 車 す る 場 合 又 は 、 複 数 人 で 乗 車 す る 場 合

は 、 事 前 の 申 告 に 基 づ き 乗 務 員 が 二 次 元 バ ー コ ー ド コ ン ソ ー ル の

操 作 を 行 っ た 上 で 、 二 次 元 バ ー コ ー ド か ら の 情 報 を 二 次 元 バ ー コ

ー ド リ ー ダ で 読 み 取 る こ と で 施 行 規 程 第 ６ 条 ま た は 第 10 条 に 定 め

る 料 金 の 収 受 に 代 え る も の と す る 。  

３  機 器 の 故 障 、 通 信 障 害 、 旅 客 又 は 提 携 先 の 都 合 等 に よ り 、 二 次

元 バ ー コ ー ド か ら の 有 効 な 情 報 を 二 次 元 バ ー コ ー ド リ ー ダ で 読 み

取 れ な い と き は 、 二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 す る こ と は で き な

い 。  
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４  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 は 、 二 次 元 バ ー コ ー ド に 名 義 人 が 存 在 す

る 場 合 は 、 名 義 人 本 人 以 外 が 使 用 す る こ と は で き な い 。  

５  偽 造 、 変 造 又 は 不 正 に 作 成 さ れ た 二 次 元 バ ー コ ー ド を 使 用 す る

こ と は で き な い 。  

 （ 取 扱 バ ス 車 両 ）  

第 ４ 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 の 取 扱 バ ス 車 両 は 、 二 次 元 バ ー コ ー

ド 決 済 を 使 用 で き る 旨 の 表 示 の あ る も の に 限 る も の と す る 。  

 （ 料 金 ）  

第 ５ 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し て 乗 車 す る と き は 、 施 行 規

程 第 ６ 条 及 び 第 10 条 に 定 め る 料 金 を 収 受 す る 。 な お 、 旅 客 か ら 小

児 普 通 乗 車 券 又 は 身 体 障 害 者 等 割 引 普 通 乗 車 券 の 料 金 で あ る こ と

の 申 告 が な い 場 合 は 、 当 該 旅 客 が あ き ら か に 小 児 又 は 身 体 障 害 者

等 で あ る と 乗 務 員 が 判 断 し た 場 合 を 除 き 、 大 人 普 通 乗 車 券 の 料 金

を 収 受 す る 。  

２  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し て 乗 車 す る と き は 、 施 行 規 程 第

10 条 の ３ に 規 定 す る 環 境 定 期 券 制 度 を 適 用 し な い 。  

 （ 契 約 の 成 立 ）  

第 ６ 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し た 旅 客 運 送 の 契 約 は 、 二 次

元 バ ー コ ー ド リ ー ダ で 乗 車 処 理 を 行 っ た と き に 旅 客 と 当 局 の 間 に

お い て 成 立 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ っ て 契 約 が 成 立 し た と き 以 降 に お け る 取 扱 い は

、 別 段 の 定 め の な い 限 り 、 そ の 契 約 が 成 立 し た と き の 定 め に よ る

も の と す る 。  

 （ 効 力 ）  

第 ７ 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し て 乗 車 す る 場 合 の 効 力 は 、

当 該 乗 車 の １ 回 限 り に お い て 有 す る も の と す る 。  

 （ 旅 客 の 都 合 に よ る 料 金 の 払 戻 し ）  

第 ８ 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し た 旅 客 は 、 乗 車 し た 停 留 所

か ら 出 発 す る ま で の 間 に 限 り 、 払 戻 し を 請 求 す る こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て 、 当 局 は 払 戻 し に 応 じ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 払 戻 し を 行 う と き に お い て 、 施 行 規 程 第 57 条 第 ２ 項 に 定

め る 手 数 料 に つ い て は 、 発 生 し な い も の と す る 。  

３  前 ２ 項 の 払 戻 し を 行 う と き の 手 順 は 、 別 に 定 め る 。 な お 、 必 要

な 情 報 を 確 認 で き な い 場 合 は 、 払 戻 し を 行 う こ と は で き な い 。  

 （ 旅 客 の 同 意 ）  

第 ９ 条  旅 客 は 、 二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 す る こ と に よ り 、 こ

の 規 程 及 び こ れ に 基 づ い て 定 め ら れ た 規 定 を 承 認 し 、 か つ 、 同 意

し た も の と す る 。  

 （ 無 効 と な る 場 合 ）  

第 10 条  二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 を 使 用 し た と き 、 次 の 各 号 の い ず れ
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か に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 乗 車 券 を 無 効 と す る 。 た だ し 、 管 理 者

に お い て 不 正 乗 車 を す る 意 思 が な い こ と が 明 ら か に 認 め ら れ る と

き 又 は 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で は な い

。  

 (1)  二 次 元 バ ー コ ー ド の 名 義 人 本 人 以 外 の 者 が 使 用 し た 場 合  

 (2)  そ の 他 不 正 乗 車 の 手 段 と し て 使 用 し た 場 合  

 （ 不 正 乗 車 に 対 す る 乗 車 料 金 ・ 割 増 料 金 の 収 受 ）  

第 11 条  前 条 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 、 施 行 規 程 第 55 条 の 規 定 を 準 用

す る 。  

２  旅 客 に 特 別 の 事 由 が あ り 、 不 正 乗 車 を す る 意 思 が な い と 当 局 が

認 め た と き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 普 通 料 金 を 収 受 し て 乗

車 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ 制 限 又 は 停 止 ）  

第 12 条  当 局 が 必 要 と 認 め た と き は 、 二 次 元 バ ー コ ー ド 決 済 の 使 用

を 一 時 停 止 、 制 限 、 中 断 又 は 終 了 す る こ と が あ る 。  

２  前 項 に よ る 制 限 等 を 行 っ た 場 合 に 生 じ た 損 害 に つ い て 、 当 局 は

填 補 す る 責 め を 負 わ な い 。  

 （ 免 責 事 項 ）  

第 13 条  第 ３ 条 第 ３ 項 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 不 正 に 入 手 し た 二 次 元

バ ー コ ー ド の 使 用 等 の た め に 生 じ た 旅 客 の 損 害 そ の 他 不 利 益 に つ

い て は 、 当 局 は 填 補 す る 責 め を 負 わ な い 。  

２  こ の 規 程 に 定 め の な い 、 二 次 元 バ ー コ ー ド を 媒 体 と し た サ ー ビ

ス に 関 し て 生 じ た 使 用 者 の 損 害 等 に つ い て は 、 当 局 は 填 補 す る 責

め を 負 わ な い 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 10 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  
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教 育 委 員 会  

 

 横 浜 市 立 小 学 校 、 横 浜 市 立 中 学 校 及 び 横 浜 市 立 義 務 教 育 学 校 の 通

学 区 域 並 び に 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

横 浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 12 号  

   横 浜 市 立 小 学 校 、 横 浜 市 立 中 学 校 及 び 横 浜 市 立 義 務 教 育    

   学 校 の 通 学 区 域 並 び に 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 に 関 す る 規    

   則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 立 小 学 校 、 横 浜 市 立 中 学 校 及 び 横 浜 市 立 義 務 教 育 学 校 の 通

学 区 域 並 び に 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 36 年 ４ 月 横

浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 の １ の 表 万 騎 が 原 中 学 校 の 部 南 本 宿 小 学 校 の 項 中 「 南 本 宿 町

」 の 次 に 「 １ 番 地 、 ３ 番 地 か ら 20 番 地 ま で 、 22 番 地 か ら 終 り ま で 」

を 加 え 、 同 表 左 近 山 中 学 校 の 部 左 近 山 小 学 校 の 項 中 「 286 番 地 ま で 」

の 次 に 「 、 南 本 宿 町 ２ 番 地 の １ 、 ２ 番 地 の ２ 、 ２ 番 地 の ９ 、 ２ 番 地

の 10 、 21 番 地 の １ 、 21 番 地 の ４ 」 を 加 え 、 同 表 中 和 田 中 学 校 の 部 和

泉 小 学 校 の 項 中 「 25 番 26 号 か ら 」 を 「 25 番 25 号 か ら 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 教 育 委 員 会 公 告 第 ６ 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ６ 年 10 月 25 日 懲 戒 処 分 に 付 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

所 属 又 は 補 職  職 名    氏  名  処 分 の 内 容  

横 浜 市 立 南 高 等 学 校 附 属

中 学 校  

教 諭  茂  木  瑠  香  減 給 １ 月  
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市 会  

 

令 和 ６ 年 第 ３ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 １ 日 ）  

 

 

１  開 会 日 時   ９ 月 10 日  午 前 10 時 01 分  

２  出 席 議 員   86 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 会 期 の 決 定  

   ９ 月 10 日 か ら 10 月 22 日 ま で の 43 日 間 と 決 定  

 

 市 報 第  ７  号   市 営 住 宅 明 渡 等 請 求 事 件 に 係 る 訴 え の 提 起 及  

          び 市 営 住 宅 使 用 料 支 払 請 求 即 決 和 解 事 件 に 係  

          る 和 解 に つ い て の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  ８  号   自 動 車 事 故 等 に つ い て の 損 害 賠 償 額 の 決 定 の  

          専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  ９  号   変 更 契 約 の 締 結 に つ い て の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  10  号   訴 え の 提 起 の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  11  号   和 解 の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  12  号   横 浜 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に お け る 包 括 的  

          支 援 事 業 の 実 施 に 係 る 人 員 等 の 基 準 に 関 す る  

          条 例 及 び 横 浜 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の  

          人 員 及 び 運 営 、 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介  

          護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 等 の 基 準  

          に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て の 専 決 処 分  

          報 告  

 市 報 第  13  号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 報 告  

 市 報 第  14  号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書 報 告  

 市 報 第  15  号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 営 企 業 会 計 予 算 の 繰 越 額  

          使 用 計 画 の 報 告  

   以 上 ９ 件 報 告  

 

 諮 問 市 第  ４ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 諮 問 市 第  ５ 号   下 水 道 使 用 料 徴 収 処 分 に 係 る 審 査 請 求 に 関 す  

          る 諮 問  

 諮 問 市 第  ６ 号   下 水 道 使 用 料 徴 収 処 分 に 係 る 審 査 請 求 に 関 す  

          る 諮 問  
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 市 第  21 号 議 案   横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す  

          る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に  

          関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  22 号 議 案   横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  23 号 議 案   横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  24 号 議 案   横 浜 市 が 設 置 す る 専 用 水 道 の 水 道 技 術 管 理 者  

          の 資 格 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  25 号 議 案   横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  26 号 議 案   横 浜 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  27 号 議 案   横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 に  

          係 る 住 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  28 号 議 案   横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  29 号 議 案   横 浜 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 等 の  

          制 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  30 号 議 案   横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 の 一 部  

          改 正  

 交 第  １ 号 議 案   横 浜 市 高 速 鉄 道 運 賃 条 例 及 び 横 浜 市 乗 合 自 動  

          車 乗 車 料 条 例 の 一 部 改 正  

 交 第  ２ 号 議 案   横 浜 市 貸 切 旅 客 自 動 車 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  31 号 議 案   東 寺 尾 第  461 号 線 等 市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止  

 市 第  32 号 議 案   高 規 格 救 急 車 の 取 得  

 市 第  33 号 議 案   横 浜 み な と み ら い ホ ー ル に お け る ス プ リ ン ク  

          ラ ー 設 備 に よ る 水 損 事 故 に 係 る 損 害 賠 償 請 求  

          に つ い て の 和 解  

 市 第  34 号 議 案   地 区 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  35 号 議 案   地 域 ケ ア プ ラ ザ の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  36 号 議 案   福 祉 保 健 活 動 拠 点 の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  37 号 議 案   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 の 定 款 の 変 更  

 市 第  38 号 議 案   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 が 保 有 す る 重 要 な  

          財 産 の 横 浜 市 へ の 納 付 の 認 可  

 市 第  39 号 議 案   環 状 ４ 号 線 （ 北 町 地 区 ） 道 路 整 備 工 事 （ 橋 り  

          ょ う 上 部 工 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  40 号 議 案   東 部 児 童 相 談 所 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事  

          ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  41 号 議 案   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 空 気 調 和 設  

          備 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  42 号 議 案   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 衛 生 設 備 工  

          事 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  43 号 議 案   川 辺 町 住 宅 改 修 工 事 （ 第 １ 工 区 建 築 工 事 ） 請  

          負 契 約 の 締 結  
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 市 第  44 号 議 案   今 宿 小 学 校 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の  

          締 結  

 市 第  45 号 議 案   都 岡 小 学 校 屋 内 運 動 場 建 替 工 事 及 び 都 岡 小 学  

          校 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建  

          築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  46 号 議 案   つ つ じ が 丘 小 学 校 校 舎 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ）   

          請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  47 号 議 案   み な と み ら い 21 中 央 地 区 20 街 区 Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 施 設  

          整 備 事 業 に 伴 う み な と み ら い コ ン ベ ン シ ョ ン  

          施 設 整 備 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  48 号 議 案   環 状 ３ 号 線 （ 杉 田 港 南 台 地 区 ） 電 線 共 同 溝 Ｐ   

          Ｆ Ｉ 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  49 号 議 案   末 吉 橋 （ 鶴 見 川 ） 架 替 工 事 （ 下 部 工 ） 請 負 契  

          約 の 変 更  

 市 第  50 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号  

          ）  

 市 第  51 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 １ 号 ）  

   以 上 36 件 関 係 常 任 委 員 会 に 付 託  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ２ 時 53 分  
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令 和 ６ 年 第 ３ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ２ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ９ 月 13 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   86 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 一 般 質 問  

   小 松 範 昭 君 、 久 保 和 弘 君 、 森 ひ ろ た か 君 、 山 田 桂 一 郎 君 、  

  古 谷 靖 彦 君 、 東 み ち よ 君 、 高 橋 の り み 君 、 こ が ゆ 康 弘 君 、  

  大 野 ト モ イ 君 、 関 嵩 史 君  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ５ 時 42 分  
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令 和 ６ 年 第 ３ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ３ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ９ 月 25 日  午 後 ２ 時 00 分  

２  出 席 議 員   86 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 諮 問 市 第  ４ 号   生 活 保 護 費 の 返 還 金 の 督 促 処 分 に 係 る 審 査 請  

          求 に 関 す る 諮 問  

 諮 問 市 第  ５ 号   下 水 道 使 用 料 徴 収 処 分 に 係 る 審 査 請 求 に 関 す  

          る 諮 問  

 諮 問 市 第  ６ 号   下 水 道 使 用 料 徴 収 処 分 に 係 る 審 査 請 求 に 関 す  

          る 諮 問  

   以 上 ３ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 異 議 の な い 旨 答 申  

 

 市 第  21 号 議 案   横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す  

          る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に  

          関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  26 号 議 案   横 浜 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  29 号 議 案   横 浜 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 等 の  

          制 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  28 号 議 案   横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  51 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 １ 号 ）  

 市 第  31 号 議 案   東 寺 尾 第  461 号 線 等 市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止  

 市 第  33 号 議 案   横 浜 み な と み ら い ホ ー ル に お け る ス プ リ ン ク  

          ラ ー 設 備 に よ る 水 損 事 故 に 係 る 損 害 賠 償 請 求  

          に つ い て の 和 解  

 市 第  47 号 議 案   み な と み ら い 21 中 央 地 区 20 街 区 Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 施 設  

          整 備 事 業 に 伴 う み な と み ら い コ ン ベ ン シ ョ ン  

          施 設 整 備 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  48 号 議 案   環 状 ３ 号 線 （ 杉 田 港 南 台 地 区 ） 電 線 共 同 溝 Ｐ  

          Ｆ Ｉ 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  50 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号  

          ）  

 市 第  22 号 議 案   横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  23 号 議 案   横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  24 号 議 案   横 浜 市 が 設 置 す る 専 用 水 道 の 水 道 技 術 管 理 者  

          の 資 格 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  25 号 議 案   横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正  
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 市 第  27 号 議 案   横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 に  

          係 る 住 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  30 号 議 案   横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 の 一 部  

          改 正  

 交 第  １ 号 議 案   横 浜 市 高 速 鉄 道 運 賃 条 例 及 び 横 浜 市 乗 合 自 動  

          車 乗 車 料 条 例 の 一 部 改 正  

 交 第  ２ 号 議 案   横 浜 市 貸 切 旅 客 自 動 車 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  32 号 議 案   高 規 格 救 急 車 の 取 得  

 市 第  34 号 議 案   地 区 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  35 号 議 案   地 域 ケ ア プ ラ ザ の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  36 号 議 案   福 祉 保 健 活 動 拠 点 の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 市 第  37 号 議 案   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 の 定 款 の 変 更  

 市 第  38 号 議 案   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 が 保 有 す る 重 要 な  

          財 産 の 横 浜 市 へ の 納 付 の 認 可  

 市 第  39 号 議 案   環 状 ４ 号 線 （ 北 町 地 区 ） 道 路 整 備 工 事 （ 橋 り  

          ょ う 上 部 工 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  40 号 議 案   東 部 児 童 相 談 所 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事  

          ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  41 号 議 案   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 空 気 調 和 設  

          備 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  42 号 議 案   東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 衛 生 設 備 工  

          事 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  43 号 議 案   川 辺 町 住 宅 改 修 工 事 （ 第 １ 工 区 建 築 工 事 ） 請  

          負 契 約 の 締 結  

 市 第  44 号 議 案   今 宿 小 学 校 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の  

          締 結  

 市 第  45 号 議 案   都 岡 小 学 校 屋 内 運 動 場 建 替 工 事 及 び 都 岡 小 学  

          校 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建  

          築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  46 号 議 案   つ つ じ が 丘 小 学 校 校 舎 建 替 工 事 （ 建 築 工 事 ）  

          請 負 契 約 の 締 結  

 市 第  49 号 議 案   末 吉 橋 （ 鶴 見 川 ） 架 替 工 事 （ 下 部 工 ） 請 負 契  

          約 の 変 更  

   以 上 33 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

  

 請 願 第  ８  号   重 要 土 地 等 調 査 法 に 基 づ く 注 視 区 域 指 定 に 関  

          す る 説 明 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 方 に つ い て  

 請 願 第  ９  号   地 方 自 治 法 の 再 改 正 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 方  

          に つ い て  

 請 願 第  10  号   小 児 医 療 費 助 成 制 度 の 拡 充 に つ い て  



                     横 浜 市 報  定期第 182 号 令和６年11月15日 

128 

 請 願 第  11  号   デ リ バ リ ー 方 式 に よ る 中 学 校 の 全 員 給 食 の 実  

          施 の 再 考 等 に つ い て  

   以 上 ４ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 不 採 択  

  

 請 願 第  ４  号   学 童 保 育 に お け る 安 全 ・ 安 心 な 居 場 所 の 充 実  

          に つ い て  

 請 願 第  ５  号   循 環 経 済 の 取 組 の 推 進 に つ い て  

 請 願 第  ６  号   学 校 に お け る 長 時 間 労 働 是 正 に 資 す る 政 策 の  

          実 行 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 方 に つ い て  

 請 願 第  ７  号   教 育 予 算 の 拡 充 等 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 方 に  

          つ い て  

   以 上 ４ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 採 択  

 

 議 第  ５ 号 議 案   地 方 財 政 の 充 実 ・ 強 化 を 求 め る 意 見 書 の 提 出  

 議 第  ６ 号 議 案   持 続 可 能 な 学 校 の 実 現 を 求 め る 意 見 書 の 提 出  

 議 第  ７ 号 議 案   教 育 予 算 の 拡 充 等 に 関 す る 意 見 書 の 提 出  

   以 上 ３ 件 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 決 算 市 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ２ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 会 計 歳  

          入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ３ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 介 護 保 険 事 業 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  ４ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ５ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  ６ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  ７ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 歳 入 歳 出  

          決 算  

 決 算 市 第  ８ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ９ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  10 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  11 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 費 会 計 歳 入  

          歳 出 決 算  

 決 算 市 第  12 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 駐 車 場 事 業 費 会 計 歳  
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          入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  13 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 新 墓 園 事 業 費 会 計 歳 入 歳 出  

          決 算  

 決 算 市 第  14 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 風 力 発 電 事 業 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  15 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 み ど り 保 全 創 造 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  16 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 共 事 業 用 地 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  17 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 債 金 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  18 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 決 算 報 告 書 そ の  

          他 財 務 諸 表  

 決 算 市 第  19 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 決 算 報 告 書 そ の 他  

          財 務 諸 表  

 決 算 水 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 そ の 他  

          財 務 諸 表  

 決 算 水 第  ２ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 工 業 用 水 道 事 業 決 算 報 告 書  

          そ の 他 財 務 諸 表  

 決 算 交 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 事 業 決 算 報 告 書 そ の  

          他 財 務 諸 表  

 決 算 交 第  ２ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 高 速 鉄 道 事 業 決 算 報 告 書 そ  

          の 他 財 務 諸 表  

 決 算 病 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 病 院 事 業 決 算 報 告 書 そ の 他  

          財 務 諸 表  

 市 第  52 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 の 利 益 の 処 分  

 水 第  １ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 の 利 益 の 処 分  

 水 第  ２ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 工 業 用 水 道 事 業 の 利 益 の 処  

          分  

   以 上 27 件 そ れ ぞ れ 43 人 か ら 成 る 決 算 第 一 及 び 決 算 第 二 特 別 委  

  員 会 を 設 置 し 、 付 託  

 

 市 報 第  16  号   令 和 ５ 年 度 主 要 事 業 の 予 算 執 行 実 績 報 告  

   以 上 報 告  

 

 決 算 第 一 及 び 決 算 第 二 特 別 委 員 会 委 員 の 選 任  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 任 （ 氏 名  別 紙 １ ）  

 

 決 算 第 一 及 び 決 算 第 二 特 別 委 員 会 委 員 長 並 び に 同 副 委 員 長 各 ２ 人  

 の 選 挙  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 挙  
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  当 選 人  次 の と お り  

   決 算 第 一 特 別 委 員 会  

    委  員 長   藤  代  哲  夫  君  

    副 委 員 長   酒  井    誠  君  

      同    花  上  喜 代 志  君  

   決 算 第 二 特 別 委 員 会  

    委  員 長   横  山  勇 太 朗  君  

    副 委 員 長   渋  谷    健  君  

      同    望  月  康  弘  君  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ２ 時 41 分  
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青　木　亮　祐 清　水　富　雄 伊　波　俊之助 関 勝　則

東 みちよ 鈴　木　太　郎 おさかべさやか 高　橋　のりみ

磯　部　圭　太 田野井　一　雄 鴨志田　啓　介 福　地 茂

大　桑　正　貴 長谷川　琢　磨 黒　川 勝 松　本 研

梶　村 充 伏　見　幸　枝 小　松　範　昭 山　田　一　誠

川　口 広 藤　代　哲　夫 佐　藤　祐　文 遊　佐　大　輔

佐　藤 茂 増　永　純　女 渋　谷 健 横　山　正　人

斉　藤　達　也 山　下　正　人 白　井　亮　次 横　山　勇太朗

酒　井 誠 瀬之間　康　浩 渡　邊　忠　則

安　西　英　俊 髙　橋　正　治 市　来　栄美子 武　田　勝　久

行　田　朝　仁 竹野内 猛 尾　崎 太 仁　田　昌　寿

久　保　和　弘 中　島　光　徳 木　内　秀　一 福　島　直　子

斉　藤　伸　一 竹　内　康　洋 望　月　康　弘

大　岩　真善和 花　上　喜代志 田　中　ゆ　き 森　　ひろたか

越久田　記　子 藤　崎　浩太郎 髙　田　修　平 山　浦　英　太

かざま　あさみ 谷田部　孝　一 中　山　大　輔

長谷川　えつこ 麓 理　恵

伊　藤　くみこ 坂　井 太 いそべ　尚　哉 くしだ　久　子

大 山 しょうじ 山　田　桂一郎 柏　原　すぐる 田　中　紳　一

宇佐美　さやか 白　井　正　子 古　谷　靖　彦

大和田　あきお み　わ　智恵美

民 主 こがゆ　康　弘 坂　本　勝　司 深　作　祐　衣 二　井　くみよ

太 田 太　田　正　孝

井 上 井　上　さくら

無 輿　石　かつ子

浜 風 荻　原　隆　宏

ト モ 大　野　トモイ

横 ラ 関 嵩　史

立 憲

維 新

共 産

決決 算算 第第 一一 ・・ 決決 算算 第第 二二 特特 別別 委委 員員 会会 委委 員員

決 算 第 一 特 別 委 員 会 委 員 決 算 第 二 特 別 委 員 会 委 員

自 民

公 明

別紙１

別紙１
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令 和 ６ 年 第 ３ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ４ 日 ）  

 

 

１  開 会 日 時   10 月 ９ 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 市 第  53 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号  

          ）  

   以 上 関 係 常 任 委 員 会 に 付 託  

 

 市 第  53 号 議 案   令 和 ６ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号  

          ）  

   以 上 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

４  散 会 時 刻   午 前 10 時 41 分  
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令 和 ６ 年 第 ３ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ５ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   10 月 22 日  午 後 ２ 時 00 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 決 算 市 第  15 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 み ど り 保 全 創 造 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ２ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 会 計 歳  

          入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ５ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  11 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 費 会 計 歳 入  

          歳 出 決 算  

 決 算 市 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ３ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 介 護 保 険 事 業 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  ４ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  12 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 駐 車 場 事 業 費 会 計 歳  

          入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  16 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 共 事 業 用 地 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  19 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 決 算 報 告 書 そ の 他  

          財 務 諸 表  

 決 算 市 第  ６ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  

 決 算 市 第  ７ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 歳 入 歳 出  

          決 算  

 決 算 市 第  ８ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  ９ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  10 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 会 計  

          歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  13 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 新 墓 園 事 業 費 会 計 歳 入 歳 出  

          決 算  

 決 算 市 第  14 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 風 力 発 電 事 業 費 会 計 歳 入 歳  

          出 決 算  
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 決 算 市 第  17 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 債 金 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

 決 算 市 第  18 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 決 算 報 告 書 そ の  

          他 財 務 諸 表  

 決 算 水 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 そ の 他  

          財 務 諸 表  

 決 算 水 第  ２ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 工 業 用 水 道 事 業 決 算 報 告 書  

          そ の 他 財 務 諸 表  

 決 算 交 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 事 業 決 算 報 告 書 そ の  

          他 財 務 諸 表  

 決 算 交 第  ２ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 高 速 鉄 道 事 業 決 算 報 告 書 そ  

          の 他 財 務 諸 表  

 決 算 病 第  １ 号   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 病 院 事 業 決 算 報 告 書 そ の 他  

          財 務 諸 表  

   以 上 令 和 ５ 年 度 横 浜 市 各 会 計 決 算 24 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告  

  ど お り 認 定  

 

 市 第  52 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 の 利 益 の 処 分  

 水 第  １ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 の 利 益 の 処 分  

 水 第  ２ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 工 業 用 水 道 事 業 の 利 益 の 処  

          分  

   以 上 ３ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

 議 員 派 遣  

   以 上 即 決 に て 実 施 を 決 定  

 

 閉 会 中 継 続 審 査  

   委 員 会 所 管 事 務 24 件 は 、 い ず れ も 閉 会 中 継 続 審 査 と し た 。  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ２ 時 58 分  

 




